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【
要
約
】
　
本
稿
は
宋
代
に
お
い
て
最
も
後
進
地
域
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
勢
州
路
の
地
域
的
性
格
を
社
会
経
済
的
に
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
蔓
理
路
は
少
数
民
族
と
漢
民
族
が
錯
居
す
る
施
州
・
賢
立
等
の
地
方
と
そ
れ
以
外
の
地
方
に
分
け
ら
れ
る
が
、
前
者
に
お
い
て
は
少
数
民
族
の
共
同
体

体
制
の
中
か
ら
、
私
的
所
有
と
権
力
が
宋
王
朝
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
下
に
成
長
し
つ
つ
あ
り
、
漢
民
族
あ
る
い
は
少
数
民
族
の
有
力
者
は
旧
来
の
共
同

体
的
公
権
を
私
的
な
も
の
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
大
土
地
所
膚
を
貫
微
さ
せ
て
い
っ
た
。
後
者
で
は
す
で
に
宋
代
以
前
に
類
似
の
段
階
を
経

過
し
て
い
た
こ
と
が
、
大
土
地
響
有
者
の
私
的
武
力
保
有
の
形
態
を
規
定
し
て
い
た
が
、
南
宋
中
末
期
に
は
そ
の
下
の
隷
属
農
民
に
小
経
営
自
立
の
動
き

が
成
長
し
た
。
い
わ
ゆ
る
同
舟
の
佃
戸
逃
亡
禁
止
令
は
こ
の
よ
う
な
前
期
的
封
建
制
の
危
機
の
再
編
成
の
た
め
施
行
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
由
入
林
　
　
五
（
）
巻
点
ハ
旦
写
　
　
【
九
｛
（
七
年
一
　
一
β
〃

は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
の
厨
的
は
実
証
的
に
は
、
北
野
の
皇
祐
年
間
に
制
定
さ
れ
の

ち
南
宋
の
淳
照
・
開
禧
年
間
に
修
正
さ
れ
た
四
川
の
蔓
関
路
の
佃
戸

逃
亡
禁
止
令
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
と
意
義
を
開
ら
か
に
す
る
こ
と

に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
、
に
は
こ
の
地
域
の
地
理
的
条
件
、
商
業

の
問
題
、
権
力
機
構
の
問
題
、
農
業
労
働
及
び
土
地
所
有
と
民
族
矛

盾
の
問
題
、
等
々
を
総
合
的
に
考
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

　
本
稿
で
は
蔓
州
路
の
地
域
的
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
土
地
所
有
と

民
族
の
問
題
を
中
心
に
追
求
し
、
他
の
多
ぐ
の
論
点
を
こ
れ
と
関
連

的
に
と
ら
え
る
た
め
の
努
力
を
試
み
た
い
。

　
豊
州
路
は
の
ち
に
み
る
如
く
、
現
在
ま
で
の
研
究
史
に
よ
っ
て
も
、

民
族
矛
盾
が
比
較
的
大
き
な
比
重
を
し
め
る
施
・
欝
等
の
州
と
そ
の

他
の
諸
州
に
わ
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
民
族
矛

盾
は
ま
た
そ
の
他
の
多
く
の
閥
題
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
歴
史
的
傾
向
か
ら
い
え
ば
施
・
慧
智
の
州
の
状
況
は
そ
の
他

27　（801）



の
諸
州
が
よ
り
以
前
に
経
過
し
た
状
況
に
類
似
し
て
お
り
、
前
者
か

ら
後
者
へ
の
発
展
方
向
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
こ
の

傾
向
に
即
し
て
施
・
贈
等
の
地
方
の
状
況
か
ら
考
察
を
始
る
の
が
穏

当
で
あ
る
が
、
研
究
史
の
上
か
ら
い
え
ば
縫
州
一
路
に
よ
り
普
遍
的

に
み
ら
れ
る
事
態
の
性
格
を
解
明
す
る
こ
と
が
さ
し
せ
ま
っ
て
要
求

さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
第
｛
章
で
後
者
に
つ
い
て
考
え
、
第

二
章
で
こ
れ
と
対
応
し
て
前
者
の
問
題
点
を
分
析
し
た
い
と
思
う
。

　
こ
う
し
て
歴
史
的
傾
向
と
し
て
は
前
者
か
ら
後
者
へ
の
発
展
と
い

う
方
向
を
考
え
な
が
ら
、
同
時
代
的
に
は
両
者
の
性
格
の
差
を
地
域

差
と
し
て
把
え
る
と
い
う
二
つ
の
視
点
を
と
り
、
分
析
の
視
角
と
し

て
は
量
的
な
差
こ
そ
あ
れ
、
土
地
所
有
の
話
題
と
民
族
問
題
と
い
う

共
通
の
問
題
点
を
と
り
あ
げ
、
両
視
線
の
交
錯
す
る
所
に
一
つ
の
歴

史
像
を
う
か
び
あ
が
ら
せ
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
腐
的
で
あ
る
。

　
実
際
に
は
多
く
の
未
整
理
の
論
点
が
残
り
、
こ
の
二
つ
の
論
点
を

統
一
的
に
把
握
し
え
た
と
は
い
い
が
た
い
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
角

度
か
ら
の
批
判
と
指
導
を
先
学
の
諸
氏
に
期
待
し
た
い
。

一
、
三
三
路
「
内
部
」
の
地
主
佃
戸
制
と
権
力
機
構

こ
こ
で
い
う
「
内
部
」
と
い
う
言
葉
は
礎
質
路
内
の
漢
民
族
と
少

数
民
族
の
佳
域
の
接
触
地
点
と
そ
れ
以
外
の
地
域
に
分
け
て
考
え
た

際
に
後
者
を
指
す
も
の
と
し
て
使
用
し
た
。
　
「
　
」
を
使
用
し
た
の

は
い
う
ま
で
も
な
く
漢
民
族
中
心
主
義
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
さ
け
る

た
め
で
あ
る
。

　
蔓
筆
路
の
地
主
佃
戸
関
係
に
最
初
に
黒
日
し
た
の
は
周
藤
吉
之
氏

で
あ
る
。
残
は
「
宋
代
の
佃
戸
糊
」
（
『
中
園
土
地
舗
度
史
研
究
』
）
の
な
か

で
、
　
『
宋
会
要
』
食
貨
巻
六
九
逃
移
の
、
南
宋
淳
照
一
一
年
六
月
二

七
日
・
開
題
元
年
六
月
二
五
臼
の
二
勅
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
他
の
史

料
の
分
析
を
つ
け
加
え
て
、
当
時
の
四
川
で
は
、
大
土
地
所
有
が
個

戸
の
地
主
へ
の
身
分
的
隷
属
と
照
照
へ
の
緊
縛
を
伴
っ
て
実
現
さ
れ

て
い
た
と
規
定
し
、
更
に
『
宋
面
輪
』
食
貨
巻
一
農
田
雑
録
の
天
聖

五
年
一
一
月
条
に
よ
っ
て
、
江
准
・
両
漸
∵
荊
湖
・
福
建
・
広
南
等

の
諸
路
で
も
、
佃
戸
の
土
地
へ
の
繁
縛
が
み
ら
れ
る
と
考
え
た
。

　
こ
の
よ
う
に
周
藤
氏
の
分
析
は
、
ま
ず
最
も
典
型
的
な
大
土
地
所

有
の
存
在
を
蔓
州
路
で
考
え
、
こ
れ
を
四
川
に
、
更
に
菓
南
諸
賢
に

拡
大
し
て
い
く
と
い
う
方
向
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
両
漸
で
の

大
土
地
回
有
の
内
容
に
つ
い
て
は
宮
崎
市
定
氏
の
批
判
が
あ
り
（
「
宋

代
以
後
の
土
地
所
有
形
体
」
『
東
洋
史
研
究
』
三
の
二
）
、
氏
は
こ
こ
で
両
漸

地
方
は
佃
戸
の
佃
権
の
成
立
さ
え
み
ら
れ
る
先
進
地
域
で
あ
り
、
学
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宋代四川蔓州路の斑族開題と土地所有問題es（往竹）

田
の
佃
戸
が
土
地
所
有
者
の
交
代
に
も
か
か
わ
ら
ず
変
更
さ
れ
な
い

の
は
、
土
地
へ
の
緊
縛
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
佃
権
の
成
立
と
し

て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
規
定
し
た
。

　
一
方
柳
田
節
子
氏
は
ま
ず
「
宋
代
の
客
戸
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
八
の
四
）

で
、
先
進
地
域
洲
生
面
腱
人
多
魔
球
－
土
着
戸
優
勢
－
音
声
率
の
高

さ
・
後
進
地
域
一
寛
郷
膣
土
広
人
稀
腿
客
籍
戸
の
流
入
一
客
戸
率
の

高
さ
と
い
う
独
自
の
シ
ェ
ー
マ
を
た
て
、
こ
の
規
準
か
ら
霜
露
地
帯

の
先
進
性
と
四
川
こ
と
に
備
州
路
の
後
進
性
を
主
張
し
た
。
つ
い
で

同
氏
は
周
藤
・
宮
崎
両
疑
の
論
争
か
ら
問
題
点
を
整
理
し
、
「
心
意
土

地
所
有
に
み
ら
れ
る
二
つ
の
二
一
先
進
と
辺
境
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀

要
』
二
九
）
を
書
き
、
宮
崎
氏
の
見
解
を
両
漸
等
の
先
進
地
域
に
み
ら

れ
る
も
の
、
周
藤
氏
の
見
解
を
荊
湖
爾
北
路
・
四
川
諸
説
等
の
後
進

地
域
に
み
ら
れ
る
も
の
と
規
定
し
地
域
差
の
観
点
か
ら
両
説
を
統
一

的
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
こ
の
論
文
で
は
両
地
域
の
土
地

所
有
の
構
造
的
な
問
題
が
十
分
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
ず
、
し
か
も
先

進
・
後
進
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
の
寛
郷
・
狭
郷
説
（
客
語
一
－
客

籍
戸
説
）
と
伝
統
的
な
客
戸
－
佃
芦
説
と
の
問
に
は
微
妙
な
く
い
ち

が
い
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
命
題
の
間
の
矛
盾
は

実
際
に
は
唐
墨
変
革
を
古
代
か
ら
中
世
へ
の
転
換
と
考
え
る
学
説
に

と
っ
て
の
伝
統
的
な
弱
点
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
加

藤
繁
残
か
ら
周
藤
吉
之
幾
に
至
る
学
説
史
の
中
で
、
一
方
で
は
宋
代

は
中
世
的
な
大
土
地
所
有
の
展
開
期
で
あ
り
、
夏
作
農
の
没
落
と
大

土
地
所
有
の
拡
大
・
二
戸
鐸
佃
戸
の
増
加
が
そ
の
基
本
的
方
陶
で
あ

る
と
い
う
見
方
と
、
同
じ
加
藤
氏
の
「
立
代
の
主
客
戸
統
計
」
　
（
『
支

那
経
済
史
考
証
』
上
）
か
ら
柳
田
幾
の
「
宋
代
の
客
戸
」
に
至
る
先
進
地

域
程
客
戸
の
比
率
が
低
く
自
作
農
が
多
量
に
存
在
す
る
と
い
う
見
方

の
聞
の
矛
盾
が
一
貫
し
て
存
在
し
た
。
柳
田
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
は

宋
音
の
大
量
の
流
民
の
存
在
を
考
え
、
い
わ
ゆ
る
客
芦
と
は
主
と
し

て
佃
戸
と
客
違
濫
と
い
う
二
つ
の
異
っ
た
三
千
を
統
合
す
る
制
度
的

概
念
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
後
進
地
域
に
戸
籍
上
の
客
戸
が
多

い
の
は
流
民
の
附
籍
に
よ
る
有
田
無
税
戸
の
増
加
を
あ
ら
わ
し
て
お

り
、
先
進
地
域
で
戸
籍
上
の
客
芦
が
少
い
の
は
戸
籍
上
の
か
ら
く
り

に
よ
り
佃
戸
が
客
戸
と
し
て
登
録
さ
れ
な
い
（
漏
戸
）
た
め
で
あ
る

　
　
　
　
①

と
主
張
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
草
野
靖
茂
の
「
塾
代
の
玉
戸
・
鼠
戸
・
佃
戸
」

（『

?
洋
学
報
』
四
六
の
｛
．
二
）
に
よ
っ
て
更
に
徹
底
さ
れ
、
戸
籍
上
の
客

戸
は
黒
本
的
に
客
籍
戸
で
あ
り
、
彼
ら
は
有
産
戸
と
し
て
両
税
を
負

担
し
、
地
主
の
大
土
地
所
有
の
中
に
完
全
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
る
佃
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戸
は
戸
籍
に
編
籍
さ
れ
ず
従
っ
て
戸
口
統
計
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
と

推
論
し
勘
・
し
か
し
陸
連
の
論
証
過
程
に
は
、
宋
史
書
志
役
法

　
　
　
　
　
り
　
　
り

の
、
主
芦
が
職
役
を
忌
避
す
る
た
め
名
義
上
土
地
を
形
勢
戸
に
売
却

す
る
と
脳
記
妻
佃
戸
の
樒
役
免
除
と
す
る
誤
り
や
・
慶
事
条
法

事
類
巻
四
八
賦
役
門
で
、
客
亭
へ
の
身
了
銭
賦
課
の
た
め
主
客
戸
共

に
丁
口
数
を
申
告
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
客
戸
の
両
税
負
担
と

　
　
④

す
る
等
多
く
の
問
題
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
問
題
点
は
つ
き
つ
め

れ
ば
、
宋
代
の
歴
史
の
発
展
方
向
を
大
土
地
所
有
の
展
開
闘
客
星
の

増
加
と
す
る
元
来
の
シ
ェ
ー
マ
と
、
戸
口
統
計
上
に
あ
ら
わ
れ
た
発

展
傾
向
と
の
く
い
ち
が
い
を
、
制
度
史
の
立
場
か
ら
技
術
的
に
処
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
ょ
う
と
い
う
手
段
を
と
っ
た
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
筆
者
は
先
に
「
宋
代
郷
村
制
度
之
形
成
過
程
」
（
『
東
洋
史
研
究
隔
二
五

の
三
）
で
、
宋
初
の
郷
村
制
度
が
主
客
戸
籍
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
、

主
客
戸
制
の
実
質
的
内
容
は
、
基
本
的
に
は
無
所
有
者
で
あ
る
佃
戸

を
舗
度
的
に
村
落
秩
序
か
ら
疏
外
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
佃
戸
が
多
く
客
籍
戸
で
あ
っ
た
と
い
う
慕
惰
は
こ
の
村
落
秩

序
の
感
度
化
の
重
要
な
要
素
と
は
な
っ
て
い
る
が
、
根
本
的
に
は
主

客
戸
制
度
は
通
説
の
如
く
、
地
主
佃
戸
関
係
の
法
制
的
衰
現
で
あ
る

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
本
稿
で
も
四
川
四
路
を
対
象

と
し
な
が
ら
、
地
主
佃
芦
関
係
か
ら
そ
の
法
制
的
表
現
と
し
て
の
主

客
戸
制
度
、
更
に
は
こ
の
地
域
の
郷
村
欄
と
権
力
機
構
ま
で
、
問
題

を
で
き
る
だ
け
統
｛
的
に
考
え
て
み
た
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
周
藤
・
柳
田
説
は
四
コ
全
体
を
後
進
地
域
と
し

て
考
え
る
と
い
う
方
向
を
も
っ
て
い
た
が
、
梅
原
郁
民
は
「
南
宋
准

南
の
土
地
制
度
試
探
一
階
田
・
屯
田
を
中
心
に
一
」
（
『
東
洋
史
研

究
』
三
の
四
）
（
以
下
「
試
探
」
と
略
称
）
で
周
藤
氏
の
い
う
強
固
な
地
主

佃
戸
関
係
は
蔓
州
路
の
、
し
か
も
官
荘
に
主
と
し
て
み
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
と
批
判
し
、
周
藤
氏
が
「
宋
代
四
川
の
佃
戸
制
i
最
近
の

研
究
を
読
ん
で
一
」
（
『
唐
宋
社
会
経
済
史
研
究
臨
）
（
以
下
「
四
二
の
佃
戸
制
」

と
略
称
）
で
、
こ
う
し
た
関
係
が
宮
荘
に
限
ら
ず
、
し
か
も
帰
・
峡
・
灘
等

の
荊
湖
北
路
の
呂
州
に
も
同
様
の
規
定
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
反
論

し
た
の
に
対
し
、
更
に
岡
書
の
書
評
（
『
東
洋
史
研
究
臨
二
五
の
一
二
）
（
以
下

「
書
評
」
と
略
称
）
で
、
官
荘
に
限
ら
れ
て
い
な
い
部
分
は
、
施
．
贈
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

蕃
漢
雑
艦
す
る
地
方
の
特
殊
情
況
に
対
応
し
た
令
文
で
あ
り
、
帰
．

峡
・
濃
の
三
州
に
つ
い
て
は
、
蔓
別
路
の
佃
戸
が
逃
移
し
た
時
に
、

必
ら
ず
経
過
す
る
地
方
で
あ
る
か
ら
、
手
つ
づ
き
上
の
問
題
と
し
て

隣
接
諸
州
に
法
令
の
趣
旨
を
徹
底
す
る
た
め
に
協
力
を
求
め
た
に
す

ぎ
な
い
と
解
釈
し
て
い
る
。
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梅
原
玩
の
批
判
は
史
料
操
作
の
精
密
化
と
い
う
技
術
的
な
面
に
重

点
が
あ
り
、
こ
と
に
後
進
地
域
を
蔓
州
一
路
に
限
っ
て
い
る
点
で
注

目
に
値
す
る
が
、
路
分
の
地
主
佃
戸
関
係
に
つ
い
て
の
積
極
的
提
雷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
な
く
、
そ
の
論
点
に
し
て
も
帰
・
峡
・
濃
一
瓢
州
の
と
り
あ
つ
か
い
等
、

あ
ま
り
に
技
術
的
に
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
学
説
史
整
理
の
中
で
当
面
積
極
的
に
う
け
つ
ぐ
べ
き
論
点

は
、
当
時
の
四
川
で
は
①
一
円
広
大
土
地
所
有
、
②
佃
戸
の
地
主
に

対
す
る
身
分
的
隷
属
関
係
、
③
こ
れ
に
対
応
す
る
佃
芦
の
土
地
へ
の

緊
縛
が
み
ら
れ
、
④
こ
う
し
た
諸
関
係
を
典
型
的
に
あ
ら
わ
し
て
い

る
地
方
と
し
て
嚢
州
路
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
四
つ
の
論
点
は
直
接
に
華
分
の
地
主
佃
戸
関
係
の
性
格
を
問

題
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
限
っ
て
論
ず
れ
ば
史
料
が
少
く
、
し

か
も
国
家
権
力
と
の
関
係
を
統
一
的
に
把
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
当
路
の
生
産
力
の
水
準
に
つ
い
て
確
か
め
、
次
に

国
家
権
力
の
地
主
佃
戸
関
係
へ
の
対
応
を
示
す
諸
統
計
資
料
を
、
そ

の
紺
応
関
係
に
主
眼
を
お
い
て
分
析
し
、
最
後
に
こ
の
二
つ
の
考
察

か
ら
え
ら
れ
た
結
果
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
地
主
佃
戸
関
係
を
分
析

す
る
と
い
う
方
法
を
と
り
た
い
。

　
路
分
全
体
を
概
括
的
に
み
る
と
『
文
定
集
』
巻
四
筆
下
「
御
舗
問

壷
中
果
鰍
画
一
連
奏
」
に

　
一
、
心
計
、
成
都
府
路
水
田
多
山
田
少
、
又
有
渠
忙
々
瀧
。
其
濾
川
潮
路

　
多
是
幽
田
、
又
無
灌
瀧
之
利
…
…
一
、
蔓
路
最
為
荒
肌
、
号
黒
土
耕
火
種

　
之
地
。
難
遇
豊
歳
、
民
間
猶
死
恥
食
草
木
根
実
、
又
非
濾
川
町
路
之
比
。

と
あ
り
、
苑
成
大
の
『
呉
船
録
』
淳
熈
四
年
六
月
庚
戌
条
に
も
「
至

豊
州
、
自
心
入
庶
路
。
大
抵
自
藤
川
至
東
川
、
風
土
巴
不
同
、
至
峡

路
益
岨
面
。
」
と
あ
る
。
　
一
般
的
に
呂
州
路
の
生
産
力
は
極
め
て
低

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
に
見
え
る
刀
耕
火
種
と
い
わ
れ
る
生
産
の
あ
り
方
に
つ
い
て

は
同
じ
く
苑
成
大
の
『
苑
石
器
集
』
巻
一
六
「
労
番
耕
」
の
序
を
み
る
と

　
禽
田
、
峡
中
刀
耕
火
種
癖
地
也
…
…
春
種
麦
豆
…
…
秋
斎
米
熟
契
。
富
輸

　
甚
微
、
巫
山
之
民
、
以
収
粟
三
百
旗
影
率
、
財
用
三
四
餅
了
二
税
、
食
三

　
物
以
終
年
」

と
あ
り
、
嚢
難
風
山
県
で
は
刀
耕
火
種
（
焼
畑
）
が
お
こ
な
わ
れ
、

麦
・
豆
・
粟
の
三
種
の
作
物
を
つ
く
り
、
爾
税
収
奪
は
収
獲
物
の
ほ

ぼ
一
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
の
べ
て
い
る
。

　
こ
の
巫
山
察
は
陸
游
の
『
入
蜀
記
』
巻
六
・
乾
道
導
年
一
〇
月
二

四
臼
の
記
事
に
は
「
早
抵
盈
山
県
、
在
峡
中
亦
壮
県
也
。
市
井
図
書

峡
二
郡
」
と
あ
り
、
憂
磯
路
の
中
で
は
か
な
り
発
展
し
た
地
域
で
あ
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ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
他
の
諸
州
も
地
勢
的
・
地
質
的
に
相
似
た
条
件

を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
文
定
集
に
嚢
理
路
全
体
を
一
意
し
て
刀
耕
火

種
の
地
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
ほ
ぼ
同
様
の
作
物
体
系
で
か
な
り
広

範
囲
に
刀
耕
火
種
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
、
つ
い
で
な

が
ら
帰
・
峡
・
濃
三
州
に
つ
い
て
み
る
と
、
『
呉
船
録
』
・
淳
煕
（
四

年
目
丁
西
［
六
月
庚
申
・
辛
酉
の
条
に
は

　
泊
帰
心
、
歯
黒
嘗
隷
湖
北
、
近
歳
、
門
地
望
形
勢
正
油
峡
中
、
乃
以
属
整

　
是
夷
。
爾
財
賦
衡
隷
湖
北
、
停
止
輸
二
万
繕
、
面
一
州
両
属
、
曾
於
奔
命

　
雰
是
。
当
別
簸
此
繕
、
補
湖
北
、
蒲
帰
塁
以
隷
慶
、
始
尽
事
理

と
あ
り
『
入
燭
記
』
巻
六
、
乾
道
六
年
一
〇
月
二
〇
欝
血
に
「
蓋
五

代
時
、
帰
峡
皆
隷
荊
渚
悔
し
と
あ
る
の
を
み
れ
ば
南
宋
で
も
こ
の
二

州
は
蔓
州
路
に
属
し
う
る
条
件
を
そ
な
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

後
に
み
る
よ
う
に
濠
州
の
場
合
も
ふ
く
め
て
、
帰
・
峡
・
灘
の
三
州

は
祇
会
経
済
的
に
蔓
州
路
の
諸
州
と
同
様
の
関
係
を
も
っ
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
一
応
こ
の
想
定
に
立
っ
て
こ
れ
ら

の
三
州
を
も
合
せ
て
蔓
州
路
の
状
況
を
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
帰
州
に
つ
い
て
み
る
と
、
『
入
蜀
記
』
巻
六
・
乾
道
六
年
一
〇

月
一
六
日
の
条
に
「
帰
葭
簾
州
、
才
三
四
百
家
、
負
臥
牛
山
、
臨
江
。

州
前
即
人
心
甕
、
城
中
無
尺
寸
平
土
。
」
と
あ
り
、
『
苑
石
湖
集
』
巻
一

六
の
「
雨
漏
竹
枝
歌
」
に
も
「
…
…
城
郭
如
村
莫
相
異
、
人
家
伐
心
念

蜜
蝋
」
と
あ
る
。
無
位
は
『
元
豊
九
蟻
集
』
を
み
る
と
一
州
の
主
客
戸

は
凡
そ
一
万
戸
で
憂
州
路
の
他
の
信
州
に
比
ル
て
も
人
欝
は
少
い
が
、

州
治
の
人
口
が
州
の
人
口
の
二
五
分
の
一
乃
至
三
〇
分
の
一
に
す
ぎ

な
い
と
い
う
の
は
集
落
形
体
の
上
か
ら
も
、
こ
の
地
方
で
の
権
力
機

構
の
性
格
を
考
え
る
上
で
も
注
意
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。
い
い
か
え

れ
ば
飛
州
で
は
州
城
も
一
般
の
村
落
を
少
し
規
模
を
ひ
ろ
げ
た
位
に

す
ぎ
ず
、
そ
の
拡
大
の
条
件
と
し
て
は
州
富
の
駐
在
と
同
門
が
四
川

盆
地
か
ら
内
地
へ
の
主
要
交
通
路
に
当
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
、

先
進
地
域
で
の
州
治
所
在
地
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

白
州
の
賦
税
徴
収
の
状
況
に
つ
い
て
も
、
同
じ
く
『
入
藤
浪
』
の
翌

日
の
記
事
に

　
郡
集
於
望
洋
営
玩
芳
亭
、
亦
皆
沙
石
藻
磯
之
地
。
賀
守
云
、
州
零
歳
収
秋

　
夏
二
三
変
粟
星
野
、
共
五
千
余
石
、
僅
比
砂
中
一
下
戸
耳

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
五
千
石
の
現
物
と
先
に
み
た
二
万
貫
の
諸
収

入
で
は
、
官
人
・
吏
人
の
俸
給
に
あ
て
る
の
が
せ
い
い
っ
ぱ
い
で
は

な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　
『
肥
船
録
』
淳
熈
丁
酉
（
四
年
）
六
月
庚
戌
条
に
も
「
恭
為
州
、
乃

二
一
大
盤
石
上
、
盛
夏
無
水
土
気
…
…
」
と
あ
り
州
治
の
立
地
条
件
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目代四川蔓州路の畏族問題と土地所有問題G∂（佐竹）

は
帰
州
と
同
様
で
あ
る
。
又
『
入
旧
記
』
管
領
、
乾
道
六
年
一
〇
圧

穿
七
日
条
に
も
「
早
至
尊
州
、
州
在
山
麓
身
上
」
と
あ
る
。

　
こ
う
し
た
事
実
は
、
璽
皆
掛
で
の
税
収
入
の
大
部
分
が
商
税
に
よ

っ
て
し
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
、
妾
地
の
官
僚
機
構

が
中
央
機
関
へ
の
依
存
性
を
強
く
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
推
定
を
更
に
う
ら
づ
け
る
の
は
、
当
時
の
嚢
州
路
の

田
地
に
対
す
る
国
家
権
力
の
把
握
の
状
況
で
あ
る
。
次
に
『
文
献
通

男
』
巻
四
田
賦
考
四
に
の
せ
る
畢
論
難
の
中
書
備
対
（
煕
寧
末
年
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
）
に
み
え
る
四
川
賢
路
の
墾
田
額
と

表1　闘川照路の戸口数と墾国額

1墾va頭1総戸・ト戸当り田地

28，5畝

25畝

3，5畝

e，97畝

4，616，556頃

216，062頃

　田為11窪，

　11，781頃

　2．24噸

16，402，631）＝

　864，403戸

難計頃畝

　336，248i：

　254，340F：

国
路
路
山
路

　
府
斗
重
i

　
都
少
少
少

全
成
梓
利
蔓

『
元
豊
九
域
志
』
に
み
え
る
当
時
の
四

路
の
声
口
数
と
を
掲
げ
る
（
表
1
）
。

　
こ
の
場
合
、
　
『
宋
史
』
食
貨
志
・
弾

語
の
項
に
「
…
…
是
四
戸
耕
田
一
頃
、

早
産
知
天
下
隠
田
多
　
。
又
、
甘
心
広

虚
器
田
、
頃
畝
不
備
、
第
以
五
藤
野

之
。
」
と
い
う
状
況
で
あ
り
、
絶
対
数

と
し
て
は
こ
の
統
計
の
示
す
数
字
を
信

頼
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で

重
要
な
の
は
成
都
舟
路
の
一
戸
当
り
の

田
数
が
全
国
で
の
平
均
に
近
く
、
璽
州
路
の
数
字
は
そ
の
2
5
分
の
一

に
も
あ
た
ら
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
先
に
し
め
し
た
当
路
の
生

産
力
の
低
さ
か
ら
云
っ
て
も
、
統
計
に
示
さ
れ
た
こ
の
地
方
の
二
戸

当
り
の
墾
田
額
の
低
さ
は
、
未
登
録
の
田
地
が
極
端
に
多
か
っ
た
こ
、

と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
例
え
ば
、
こ
れ
は
明
代
の
梓
州

黒
糖
州
の
場
合
で
あ
る
が
、
　
『
永
楽
大
典
』
巻
二
二
一
七
の
「
櫨
州

府
志
」
に
み
え
る
同
州
の
戸
口
と
次
巻
の
田
糧
と
か
ら
計
算
す
る
と
、

一
戸
当
り
の
墾
田
額
は
六
九
畝
と
な
っ
て
お
り
、
礎
州
路
で
も
こ
の

程
度
の
田
地
が
保
有
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
こ
の
中
書
備
対
の
統
計
に
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
諸
州
の
官

田
言
及
び
『
宋
会
要
』
食
貨
六
一
の
七
〇
に
み
え
る
職
田
の
額
と
を
、

墾
田
額
と
対
比
し
て
次
に
掲
げ
よ
う
（
蓑
2
）
。

　
こ
の
場
舎
に
も
蔓
・
利
・
益
の
順
で
同
様
の
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
て

い
る
が
、
中
で
も
温
州
路
の
場
合
、
富
田
と
三
田
、
す
な
わ
ち
国
家

権
力
の
直
接
所
有
に
属
す
る
も
の
が
全
体
の
三
分
の
一
を
し
め
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
国
家
が
大
経
営
の
下
に
あ

る
地
主
の
田
地
を
ご
く
一
部
し
か
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
『
二
会
要
』
の
統
計
も
畢
仲
術

の
中
書
二
心
に
よ
る
も
の
で
元
来
は
同
一
の
史
料
か
ら
で
た
も
の
で
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蓑2　四川四路の官田・職腿額と全墾田額

職田額（a）1官田額（b）1墾田額（C＞i（a，Fb）／C

1・9　90

e．4％

14　ero

31　90

4，616，556頃

　216，063頃

11，781頃

2，245頃

63β93頃

　　　65頃

1，100di

223頃

23，487頃

　　791頃

　　547頃

　　467頃

　　473頃

全　　羅

成都府路

梓遠路
利盆路
饗州路

あ
る
。
門
田
が
官
田
に
入
っ
て
い
な
い

　
（
成
都
府
路
・
饗
鳥
路
で
は
官
田
よ
り
職
田

が
多
い
）
の
は
野
田
が
州
県
官
の
直
接

の
収
入
と
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
四
路
こ
と
に
三
州
路
の
田
土
把

握
の
状
況
を
示
し
た
が
、
逆
に
国
家
の

戸
口
把
握
の
状
況
を
あ
ら
わ
す
資
料
と

し
て
『
宋
会
要
』
食
貨
六
六
の
四
四
・

免
役
に
み
え
る
煕
寧
九
年
の
免
役
銭
徴

収
額
を
あ
げ
よ
う
（
衷
3
）
。

　
こ
の
表
に
よ
る
と
、
樺
戸
一
戸
当
り

の
免
役
銭
の
徴
収
額
は
後
進
地
域
程
多

・
く
な
っ
て
お
り
、
璽
州
路
の
場
合
に
は

主
戸
二
戸
当
り
の
そ
れ
は
成
都
府
路
の
場
合
の
ほ
ぼ
　
灘
倍
に
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
聖
餐
路
で
は
、
主
戸
一
戸
当
り
の
田
地
所
有
額
が
大

き
く
従
っ
て
免
役
銭
の
徴
収
額
が
大
き
く
な
る
と
い
う
傾
向
の
ほ
か
、

成
都
府
路
で
は
す
で
に
濃
墨
の
ご
ま
か
し
が
多
く
、
又
後
述
の
如
く
、

貧
農
謄
と
し
て
の
主
戸
が
存
在
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
蔓
野
路
で

は
地
主
の
格
づ
け
が
ま
だ
大
き
な
漁
思
味
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
点
で

表3　四川四路の総戸口と免役銭徴収額

1免役銭（・）陸戸数（b）i（・）ノ（b）

O．91

1．06

1．38

2．21

3．04

1e，820，175芦コ

　620，523　ii

　248，481ク

　189，133　i！

　　75，432　i一

両匹碩
〃
〃
ク
〃

習
事
鰯

鰻
蹴
蹴
⑳
鵬

漁全　国
王都府路

梓雲路
利州路
礎州路

実
質
的
な
戸
口
把
握
が
可
能
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
又

客
戸
に
つ
い
て
も
こ
の
地
域
で
は
後
に

み
る
よ
う
に
移
住
が
困
難
で
あ
り
、
地

主
の
側
か
ら
い
え
ば
客
声
を
国
家
に
登

録
す
る
こ
と
に
よ
り
客
戸
の
自
分
へ
の

帰
属
を
法
制
化
し
客
観
的
な
も
の
と
す

る
必
要
が
あ
り
、
先
進
地
域
に
比
べ
る

と
こ
の
面
で
も
愚
母
の
把
握
が
か
な
り

正
確
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。

　
次
に
国
家
権
力
と
こ
の
地
方
と
の
関

係
を
よ
り
直
接
的
に
み
る
た
め
に
、
官
僚
欄
と
商
税
の
徴
収
の
状
態

に
つ
い
て
み
、
て
み
よ
う
。
ま
ず
官
僚
制
に
つ
い
て
は
、
　
『
宋
会
要
』

職
官
四
八
の
三
三
・
宣
和
六
年
一
〇
月
二
三
日
条
に

　
臣
謹
上
欝
、
川
峡
四
路
差
宮
亡
妻
、
令
佐
並
不
得
差
難
陳
人
、
内
地
人
多

　
不
願
就
。
犬
子
路
監
司
、
三
尊
差
官
権
摂
、
所
差
縄
多
是
川
人
、
有
盛
挙

　
五
年
不
替
者
、
其
与
破
格
古
注
、
名
異
実
同
。
物
乞
今
川
峡
四
路
欝
欝
、

　
内
無
感
入
人
、
蒲
限
満
無
本
色
人
喰
者
、
許
通
注
隣
路
人
。
　
…
：
・
詔
可

　
依
所
奏
、
尚
書
省
立
法
施
行
。
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と
贈
る
α
こ
こ
で
7
令
佐
並
不
得
注
川
陳
人
」
と
あ
る
の
は
意
味
が

少
し
く
不
明
瞭
で
あ
る
が
、
同
書
四
八
の
三
三
・
靖
康
元
年
六
月
二
九

臼
条
に
は
「
令
佐
不
得
並
細
川
国
人
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
も
令
佐
の
一

方
は
川
人
以
外
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
四

州
の
場
合
も
廻
避
制
の
原
則
に
従
っ
て
可
能
な
限
り
外
部
の
官
を
赴

任
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
周
書
写
巻
翌
年
の
宣
和
七
年
三
月

二
七
日
条
で
は
更
に
す
す
ん
で
県
令
に
は
川
人
を
あ
て
な
い
規
定
に

な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
こ
の
規
定
が
あ
っ
た
た
め

権
摂
官
の
制
度
が
発
展
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
般
の
官
史

の
任
期
以
上
に
権
摂
官
が
在
任
す
る
状
況
が
み
ら
れ
、
し
か
も
そ
の

多
く
は
川
人
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
『
宋
回
書
』
職
官
四
八
の
四
七
・

嘉
定
元
年
閾
四
月
一
二
日
条
で
は

　
刑
部
侍
郎
宣
論
使
二
叉
奏
…
…
然
以
四
川
観
望
、
知
制
憲
閥
有
余
、
而
改

　
官
之
員
極
寡
、
毎
歳
所
改
川
班
不
過
十
五
員
、
分
為
闘
路
鈴
注
、
下
路
不

　
得
過
三
四
員
。
以
故
知
県
常
有
見
闘
伝
書
、
有
司
不
義
破
格
差
注
、
或
秦

　
野
選
人
天
命
使
臣
、
或
母
君
監
当
兼
権
、
或
寄
居
待
次
官
軍
事
。

と
知
県
の
場
合
で
さ
え
多
く
権
摂
の
制
に
よ
っ
た
と
あ
る
。
そ
の
上
、

知
県
・
県
令
が
任
命
さ
れ
た
場
合
で
も
、
同
書
四
八
の
四
四
・
慶
元

一二

N
二
月
二
臼
の
記
事
に

　
臣
暴
言
、
四
蜀
些
些
知
県
、
違
法
抽
差
甚
衆
、
逆
子
栄
幾
、
即
謀
計
綻
α

　
…
…
大
抵
非
貴
游
之
子
孫
、
即
高
談
之
文
士
、
往
々
揮
煩
不
肯
屑
就
、
迫

　
於
導
入
、
姑
為
一
来
、
委
而
去
之
、
不
過
勤
之
佐
官
而
己
。

と
い
う
よ
う
に
実
際
に
は
任
所
に
一
度
顔
を
出
す
だ
け
で
、
事
務
管

理
は
佐
官
ま
か
せ
に
な
る
と
い
う
事
態
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
佐
官

の
多
く
が
権
摂
の
制
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
は
前
引
の
諸
史
料
か
ら
み

て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
四
川
直
路
は
廻
野
臥
に
も
と
つ
く
科
挙
官
僚
欄
を
受

け
い
れ
に
く
い
素
地
を
も
っ
て
い
た
。
な
か
で
も
憂
州
路
は
『
宋
会

要
』
職
官
四
八
の
一
八
・
淳
熈
一
二
年
八
月
＝
二
日
町
に

　
吏
部
乞
将
語
路
見
嗣
県
令
、
巨
編
一
次
、
従
之
。
以
吏
部
侍
郎
王
醜
言
、

　
躯
路
襯
兄
…
團
偶
姻
令
凡
一
一
十
帆
佃
、
｛
小
有
六
七
年
置
二
士
宮
琳
省
。

と
あ
り
路
分
の
半
数
以
上
の
県
が
県
令
を
欠
い
て
い
る
状
況
を
伝
え

　
　
⑨

て
い
る
。

　
璽
州
路
は
科
挙
官
僚
制
を
受
け
入
れ
る
素
地
を
欠
い
て
い
た
と
同

様
に
科
挙
宮
僚
を
う
み
だ
す
条
件
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
今
、

『
宋
代
心
墨
嬰
児
』
の
作
者
考
に
記
さ
れ
た
四
川
の
名
入
の
出
身
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

分
布
を
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
（
表
4
）
。
す
な
わ
ち
蔓
州
路
の
場

舎
時
期
が
下
る
に
つ
れ
て
若
干
数
字
が
ふ
え
て
い
る
が
、
全
く
問
題
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表4　四規名人の出身地分布

1北宋醐後期蘇醐後期
44
T7

64
U4

57
V3

名
％

46
V1成都

25
R3

32
R1

姶
2
3

名
％

12
P9梓 州

5
7

2
2

9
臼
n
δ

名
％

7
1
0

利 州

6
0
Q
り

3
3

1
　
1

名
％G

O

州

に
な
ら
な
い
（
釜
二
名
中
七
八
）

比
率
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
記
し
た
数
字
は
四
川

四
面
に
限
っ
て
み
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
で
は
四
川
四
路
が

宋
代
の
全
版
図
の
中
で
ど
の
よ

う
な
位
置
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
こ
で
名
人
の
娼
生
年

が
は
っ
き
り
し
て
お
り
年
代
的

な
変
動
が
比
較
的
簡
単
に
知
ら
れ
る
、
姜
亮
夫
の
『
歴
代
人
物
年
里

碑
伝
綜
表
』
に
よ
っ
て
翻
心
分
別
の
名
人
翻
身
数
を
統
計
に
と
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
表
5
）
。
こ
の
統
計
を
み
れ
ば
北
宋
初
・

中
期
ま
で
は
各
細
分
の
出
身
者
の
比
率
が
割
に
接
近
し
て
お
り
、
又

中
国
北
部
と
中
・
南
都
の
出
身
者
数
も
ほ
ぼ
同
率
で
あ
る
が
北
宋
末

期
に
な
っ
て
中
・
薦
部
の
優
位
が
確
立
す
る
と
と
も
に
、
両
翫
・
江

東
爾
・
福
建
等
に
数
字
が
集
中
し
て
く
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し

た
諸
点
に
つ
い
て
は
当
面
の
課
題
に
直
接
関
係
し
な
い
の
で
改
め
て

考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
一
応
両
宋
を
通
じ
て
中
國
中
・
南
部

で
は
南
宋
中
期
の
福
建
路
の
拾
頭
期
を
除
い
て
、
両
漸
路
が
首
位
を

し
め
、
　
こ
の
あ
と
を
江
東
西
路
、
成
都
府
路
、
福
建
路
が
雁
行
し

て
次
位
を
争
っ
て
い
る
こ
と
、
　
が
わ
か
る
。
　
以
上
の
二
つ
の
統
計

の
示
す
数
宇
は
、
い
ず
れ
も
記
録
に
よ
っ
て
知
り
う
る
限
り
の
名
人

の
出
身
地
を
あ
つ
め
た
も
の
で
、
直
接
科
挙
に
合
格
し
た
人
物
の
分

布
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
い
が
、
か
な
り
こ
れ
に
近
似
し
た
数
値

を
与
え
る
も
の
と
考
え
て
閾
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
み

る
と
、
富
江
の
四
川
四
穴
の
中
で
成
都
府
路
だ
け
が
科
挙
官
僚
輩
出

の
～
中
心
地
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
更
に
明
瞭
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。　

こ
の
成
都
府
路
と
対
照
的
に
褻
州
路
が
極
端
に
貧
弱
な
数
値
を
示

す
と
い
う
事
実
は
、
浮
州
路
の
経
済
力
の
弱
さ
を
あ
ら
わ
す
と
と
も

に
、
同
地
域
に
は
科
挙
宮
僚
制
に
順
応
し
て
地
主
た
ち
が
在
地
を
離

れ
う
る
よ
う
な
政
治
的
社
会
的
諸
条
件
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
商
税
に
つ
い
て
は
、
　
『
面
会
要
』
食
賃
一
五
・
一
六
に
み
え
る
煕

寧
一
ケ
年
の
商
税
統
計
で
は
、
四
路
の
商
税
徴
収
額
は
ほ
ぼ
各
路
の

総
人
日
に
対
応
し
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
の
こ
と
は
四
路
の
商
品
流
通
が
嗣
様
の
形
態
を
も
っ
て

な
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
延
言
氏
の
「
北
宋
の
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表
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地
分
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表
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姜

亮
夫

・
r歴

代
人

物
年

里
碑

伝
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表
』

に
よ

る
）

附
加

実
数

i％

小
計

実
数

％

1200一
一
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1170一
一
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一

計
小
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一

990一
一

9
60一

一

実
数
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実

数
1％

実
数
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過
税
制
度
」
　
（
『
史
蹟
恥
八
三
）
に
よ
る
と
、
北
半
期
の
過
税
は
一
州
一

徴
欄
で
あ
り
、
従
っ
て
長
距
離
交
通
の
幹
線
に
あ
た
る
地
方
で
は
州

税
務
の
税
額
が
極
め
て
多
額
と
な
り
州
全
体
の
商
税
徴
収
額
も
大
き

く
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
必
ら
ず
し
も
そ
の
州
内
の
地
域
的
な
商
品

流
通
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
こ
の
説
に
従
え
ば
壷

州
路
の
諸
藩
は
多
く
揚
子
江
本
流
の
両
岸
に
位
置
し
て
い
る
た
め
に

州
税
務
の
過
税
隷
下
額
が
多
額
に
の
ぼ
り
、
そ
の
た
め
全
体
と
し
て

の
税
額
も
か
な
り
大
き
く
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
あ
る

程
度
の
誤
差
を
み
こ
み
な
が
ら
、
州
税
務
の
税
額
を
交
通
幹
線
を
通

過
す
る
商
贔
に
対
す
る
過
税
を
あ
ら
わ
し
、
県
以
下
の
税
務
の
税
額

を
地
域
の
商
品
流
通
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
仮
定
し
て
、
こ
れ
と
各
路

の
戸
口
数
と
の
対
応
を
考
え
て
み
よ
う
（
表
6
）
。

　
こ
の
統
計
で
梓
雪
路
が
全
ゆ
る
点
で
低
位
の
…
数
字
を
示
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
は
奇
妙
な
事
実
で
あ
る
。
又
こ
の
資
料
に
よ
る
と
、
旧
制
と
あ
る

部
分
に
比
し
て
照
寧
一
〇
年
で
は
税
務
数
が
増
加
す
る
の
が
一
般
的

傾
向
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
梓
州
路
で
は
梢
当
に
税
務
数
の
減

少
が
み
ら
れ
、
税
額
の
減
少
も
著
し
い
。
一
方
後
に
み
る
よ
う
に
翁

面
路
は
四
路
内
で
も
全
国
的
に
み
て
も
鎮
の
発
達
が
最
も
著
し
い
地

域
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
統
計
で
は
懐
安
軍
に
一
つ
鎮
務

褒6　四川四路各州の商税額の分析

綴獅）耀肝翻総帥釧・ノ司・／・
O．34

0．04

0．25

0．12

O．4S

O．06

0．24

0．12

864，403ノコ

478，171　ii

336，248　ii

254，340　！！

292，470fL－

17，958　！！

85，132　i／

29，276　ii

715，840S－t

308，327　ii

336，375　i！

240，952ク

成都府路

梓州路
利率路
蔓州路

は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。

磁
場
務
で
は
五
百
貫
か
ら
千
貫
に
か
け
て
の
税
額
が
み
ら
れ
な
い
が
、

『
宋
会
要
』
食
貨
五
四
の
諸
州
倉
庫
・
天
聖
四
年
正
月
の
条
に
は

　
三
司
雷
、
近
雀
羅
路
転
運
司
頻
度
、
轄
（
疑
欠
墨
字
）
州
閣
外
鎮
道
店
商

　
議
場
務
課
利
、
年
額
不
及
千
貫
至
五
百
貫
以
下
処
、
許
依
卑
称
皇
運
司
撃

の
税
額
が
記
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ

の
間
に
は
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た
に
違
い

な
い
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
梓
思
慮
を

除
外
し
て
他
の
漏
路
の
情
況
を
み
る
こ
と
に

し
よ
う
。

　
さ
て
こ
の
統
計
で
は
、
総
税
額
に
対
す
る

州
税
務
以
外
の
税
額
で
、
菱
姫
路
は
利
州
路

の
二
分
の
一
、
成
都
言
路
の
四
分
の
一
で
あ

り
、
州
税
務
以
外
の
税
額
の
夢
口
数
に
対
す

る
比
率
で
は
利
州
路
の
二
分
の
一
、
成
都
府

路
の
三
分
の
一
に
す
ぎ
な
い
。
更
に
ま
た
、

州
税
務
以
外
の
税
務
の
税
額
の
中
で
の
鎮
、

場
務
で
の
税
額
は
そ
の
う
ち
で
も
約
7
％
に

す
ぎ
ず
、
実
際
の
郷
村
範
囲
で
の
商
品
流
通

　
又
こ
の
統
計
を
み
る
と
離
州
路
の
一
般

38　（812）
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球
体
例
施
行
、
具
有
無
妨
擬
詣
実
事
状
申
奏
。
…
…
有
利
州
葵
夢
路
転
運

　
司
落
度
到
、
轄
下
灘
軍
管
界
鎮
悟
道
店
商
税
難
解
課
利
、
年
額
不
及
千
貫

　
至
五
百
貫
以
下
処
、
許
人
認
定
年
額
買
撲
、
更
手
差
官
監
管
、
別
無
給
擬
。

　
省
司
齎
詳
、
欲
監
製
路
転
運
場
所
陳
道
理
施
行
。

と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
税
務
は
豪
民
の
買
撲
に
よ
っ
た
た
め
個
々
の
税

額
が
記
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
考
え
る
と
実
際
の
在
地

の
商
税
額
の
率
は
こ
の
表
に
あ
る
よ
り
は
若
干
高
く
な
る
が
、
そ
の

微
雨
に
は
貿
撲
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
、
地
域
の
商
贔
流
通
と
富
民

経
済
と
の
つ
な
が
り
を
育
て
て
い
た
。
　
た
と
え
ば
文
同
の
　
『
丹
淵

集
』
巻
三
四
「
営
為
北
面
京
島
官
知
井
心
事
」
を
み
る
と
、
こ
れ
は

成
都
府
路
の
陵
井
監
殿
始
県
の
例
で
あ
る
が
、
井
塩
に
つ
い
て

　
豪
室
至
有
二
・
三
十
井
、
其
次
亦
不
滅
七
・
八
…
…
、
今
本
梁
界
内
、
己

　
僅
及
百
蒙
。
其
所
謂
車
面
戸
者
、
以
其
迄
蒔
易
為
蔵
掩
、
宮
司
悉
不
能
知

　
其
的
実
多
少
数
濱
、
毎
一
家
須
没
工
匠
四
五
十
人
、
至
三
二
十
人
者
。

と
あ
り
、
常
に
中
央
集
権
国
家
の
財
政
的
基
礎
の
一
を
な
す
と
評
価

さ
れ
る
塩
売
買
も
、
こ
の
地
方
で
は
そ
の
生
産
ま
で
こ
れ
ら
の
豪
戻

の
手
に
握
ら
れ
て
い
た
状
態
を
伝
え
て
い
る
。
　
『
元
豊
九
域
志
』
の

四
川
の
部
を
み
る
と
塩
井
は
主
と
し
て
梓
・
礎
の
二
路
に
分
布
し
て

お
り
、
こ
れ
ら
の
地
方
で
は
こ
う
し
た
状
況
は
更
に
明
確
に
み
ら
れ

た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
　
『
濠
水
記
聞
』
巻
一
五
に
「
先
朝
以
来
、

壱
州
路
減
省
賦
、
上
灘
無
額
、
官
無
権
酒
、
不
遇
素
馨
、
各
以
安
遠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

人
為
意
。
」
と
あ
る
の
は
そ
の
傍
証
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
蔓
州
路
に
お
け
る
豪
民
と
商
品
流
通
の
関
係
に
み
ら

れ
る
他
の
三
路
と
異
な
っ
た
特
徴
は
各
積
分
の
各
州
の
総
戸
口
と
鎮

数
と
の
相
関
々
係
の
面
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
次
に
『
元
豊
九
爾

志
』
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
数
字
を
表
に
ま
と
め
（
表
7
～
！
0
）
、
更
に

各
州
に
つ
い
て
、
横
軸
に
総
戸
口
を
、
縦
軸
に
乙
女
を
と
っ
て
グ
ラ

フ
（
グ
ラ
フ
ー
～
4
）
を
作
製
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
グ
ラ

フ
で
は
三
分
ご
と
に
異
な
っ
た
傾
向
が
み
え
て
お
り
、
そ
の
う
ち
礎

州
路
の
二
州
が
特
異
な
値
を
示
す
が
、
こ
れ
は
楡
州
と
達
州
で
あ
る
。

こ
の
二
州
は
地
域
的
に
も
梓
州
路
に
隣
接
し
て
お
り
、
そ
の
数
値
も

梓
州
路
と
同
じ
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
二
州
を
除
い
て
考
え
れ

ば
三
州
路
と
他
の
曲
路
の
黒
熱
は
極
め
て
明
白
で
あ
る
。
各
路
分
内

で
も
更
に
各
州
を
い
く
つ
か
の
グ
！
ル
プ
に
分
け
る
試
み
は
有
効
で

あ
ろ
う
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
璽
愈
愈
と
他
の
三
瀬
の
差
異
に

注
麗
し
た
い
。
す
な
わ
ち
他
の
寒
路
で
は
各
路
に
量
的
な
ち
が
い
は

認
め
ら
れ
る
が
、
会
体
と
し
て
総
戸
数
の
増
加
に
つ
れ
て
鎮
数
が
増

加
す
る
と
い
う
傾
向
が
明
ら
か
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
楡
州
・
達
州
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表7　成都府路の餐州戸口と鎮数 表8　梓州路の各州戸口と鎮数

府綱主馴客酬総戸・1鎮数

府
州
州
州
州
州
田
田
用
田
潮
田
州
監

都
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井

成
眉
蜀
彰
綿
漢
嘉
耶
黎
雅
茂
簡
湖
陵

119，388

48，179

65，599

57，418

106，064

61，697

1Z720

63，049

　1，797

13，461

　318
32，638

　1，286

31，909

49，710

2Z950

13，328

14，999

17，085

16，843

52，826

17，081

　915
9，526

　339
7，576

　383
15，419

169，098

76，129

78，927

72，417

123，149

78，540

70，546

80，130

　2．712

22．987

　657
40，214

　1，669

47．328

9
8
0
5
7
5
7
1
7
3
0
5
0
4

1
ー
ユ
　

2
1
1
1
　
　
　
1
　
1

州軍名1主酬客酬総戸噸薮

梓　州

遂州
果　州

資　州

普　韻

脚　州

戎　州

濯　調

合　州

栄　州

渠　州

懐安軍

広安軍

窟凹凹

58，7e7

31，651

38，333

17，879

9，122

5，822

王2，833

2，647

18，013

4，911

10，910

24，141

10，521

2，991

22，464

19，536

14，e85

21，589

20，378

28，641

4，186

32，417

18，621

11，754

9，894

3，184

14，751

8，193

81，171

51，187

52，418

39，468

29，500

34，463

1ZO19

35，e64

36，634

16．665

20，8e4

27，325

25，272

11，184

6
0
5
5
2
8
2
5
5
4
8
0
9
3

3
3
3
2
3
3
　
　
4
1
3
1
2
1

表9　利州路の餐州戸口と鎮数 表IO　嚢i州路の沓州戸口と鋏数

府畷主点客間1総出鎮数

府
州
州
州
州
州
川
州
州
州
県

翫
利
洋
閾
剣
竪
興
蓬
政
録

48，567

5，535

32，159

36，536

20，659

8，6e5

11，535

3，192

15，212

3，79G

3，337

9，161

16，644

27，138

17，7e1

7，586

23，261

　573
1e，052

20，596

11，426

2，977

57，728

22．179

59，297

54，237

27，245

31，866

王2，108

13，244

35，808

15，222

6，314

9
9
1
7
7
5
5
2
1
2
2

　
　
　
2
1
1
　
　

n
δ

州軍名「主戸出客酬開戸・閨閥

蔓　州

贈　州

達　潮

嵐　州

忠　州

万　潮

溜　州

浩　測

量　潮

雲安浦

梁山軍

南平潮

齢寧監

7，497

　790
6，476

9，323

12，137

6，457

8，704

2，570

11，423

4，535

3，623

　617
1，361

3，716

2，e58

40，165

9，783

23，713

14，098

16，296

15，878

29，657

6，543

8，654

3，020

5，329

11，213

2，848

46，641

19ユ06

35，850

20，555

25，000

18，448

41，080

11，078

王2，277

3，637

6，630

0
6
7
G
1
2
2
2
3
2
0
0
1

　
　
n
j
　
　
　
　
　
　
　
2
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の
工
州
を
除
く
嚢
州
路
の
各
州
で
は
人
臼
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
ほ

ぼ
各
州
二
鎮
の
割
合
で
鎮
が
お
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
地
方
で

は
鎮
の
性
格
が
地
域
の
商
口
㎜
流
通
よ
り
は
全
国
的
規
模
で
決
定
さ
れ

る
交
通
路
に
規
制
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
状
況

の
下
で
も
蔓
州
路
が
交
通
路
の
要
衝
に
あ
た
っ
て
い
る
か
ぎ
り
路
内

を
大
量
の
商
品
が
移
動
し
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
権
摂
官
の
制
度
等

に
よ
り
官
僚
機
構
に
く
い
こ
み
、
税
場
の
買
撲
を
行
っ
て
い
る
豪
民

は
こ
の
大
量
の
商
品
流
通
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

の
ち
に
み
る
よ
う
に
爾
宋
期
に
入
る
と
こ
の
地
方
で
は
田
地
の
典
売

や
借
財
に
よ
っ
て
豪
民
が
小
農
民
を
収
奪
す
る
状
況
が
み
ら
れ
る
の

で
あ
り
、
こ
の
地
方
の
貨
幣
流
通
は
豪
民
の
経
営
内
容
と
積
極
的
に

結
合
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

　
次
に
、
以
上
の
よ
う
な
国
家
権
力
と
地
主
佃
戸
関
係
と
の
間
の
状

況
を
示
す
諸
統
計
に
み
ら
れ
る
状
態
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
こ

の
地
域
で
の
地
主
佃
戸
関
係
を
個
々
の
史
料
を
も
と
に
し
て
考
え
る

こ
と
に
し
よ
う
。

　
最
初
に
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
常
に
利
用
さ
れ
る
『
宋

会
要
』
兵
二
の
＝
・
煕
寧
九
年
五
月
一
五
日
の
条
を
分
析
し
よ
う
。

　
礎
州
安
撫
司
勾
当
公
事
程
之
元
誉
口
、
編
排
保
甲
、
係
教
野
路
分
、
引
戸
附
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グラフ2　梓州路の各州戸口と鎮数

1

届
騒
㌶
⑳
認
3
6
騎
毘
3
0
2
8
2
6
盟
の
一
2
0
1
8
1
6
騒
1
2
1
0

8
　
　
6
　
　
4
　
　
ウ
一

　
在
回
外
。
本
州
自
来
多
兼
併
三
家
、
至
有
数
百
家
戸
者
、
三
二
編
話
手

　
成
。
毘
三
山
国
主
雪
下
所
管
客
戸
、
依
心
証
排
、
就
令
登
戸
充
都
翻
保
正

　
等
提
轄
、
三
人
情
事
勢
最
順
順
便
。
詔
令
兵
部
勘
会
立
法
施
行
。

ま
ず
保
障
法
に
つ
い
て
草
野
疑
の
こ
の
資
料
に
対
す
る
見
解
に
は
若

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

干
疑
問
が
あ
る
の
で
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。
最
初
保
甲
法
が

熈
寧
三
年
に
開
封
府
で
行
な
わ
れ
た
時
に
は
、
主
客
芦
を
わ
け
ず
と

も
に
一
家
両
丁
以
上
の
戸
か
ら
一
保
丁
を
と
っ
た
が
、
後
、
煕
寧
五

年
閏
七
月
辛
亥
（
『
続
資
治
通
鑑
長
鞭
〈
以
下
『
長
婆
と
略
称
〉

巻
一
三
六
）
に
至
っ
て
、
こ
の
地
方
で
は
直
接
教
閲
に
参
加

す
る
保
丁
を
出
さ
な
い
主
戸
と
客
戸
全
部
は
保
甲
に
附
属

　
　
　
　
　
　
　
⑮

さ
せ
る
形
を
と
っ
た
。
こ
の
「
教
閲
」
に
つ
い
て
は
、
『
宋

会
要
』
兵
二
の
煕
寧
九
年
の
保
甲
統
計
を
み
る
と
、
教
閲

路
分
と
は
こ
の
開
封
府
界
と
河
北
東
西
、
河
東
・
永
興
・

秦
鳳
の
五
路
で
あ
っ
て
い
わ
ゆ
る
開
封
府
界
等
割
路
と
呼

ば
れ
る
地
域
に
あ
た
っ
て
い
る
。
従
っ
て
前
引
会
要
の
条

で
「
保
甲
を
編
排
す
る
に
、
教
蘭
路
分
に
係
わ
ら
ば
客
戸

は
門
外
に
附
す
」
と
あ
る
の
は
一
般
的
に
教
閲
路
分
に
つ

い
て
の
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
　
「
本
州
〕
以
下
は
「
し

か
る
に
本
州
で
は
教
当
路
分
で
な
く
、
主
客
戸
と
も
に
編

排
す
べ
き
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
来
兼
併
の
家
が
多
く
、

そ
の
た
め
こ
の
非
教
閲
路
分
の
通
例
に
よ
っ
て
編
排
で
き
な
か
っ
た

が
、
今
法
に
よ
っ
て
主
客
戸
と
も
に
編
排
し
よ
う
。
」
と
い
う
意
味
に

と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
蔓
州
路
で
は
元
来

影
響
を
ふ
く
め
て
保
甲
を
編
成
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ま
で

に
蔓
州
路
で
乱
撃
に
依
っ
て
編
排
」
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
に
は
、

そ
れ
だ
け
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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川代照川蔓州路の民族問題と土地所有問題ee（佐竹）

　
そ
の
最
も
重
要
な
理
由
は
、
当
時
の
璽
語
路
の
地
主
佃
芦
関
係
が

保
甲
法
を
う
け
い
れ
、
或
は
要
求
す
る
段
贈
に
ま
で
達
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
ば
し
ば
利
用
さ
れ
る
太
宗
至
道

　
　
　
　
⑯

年
閥
の
記
録
（
『
太
宗
実
録
』
至
道
二
年
八
月
丙
寅
条
等
）
を
み
る
と
、
当
時

の
大
土
地
所
有
者
の
勢
力
は
郷
村
規
模
を
こ
え
て
広
が
っ
て
お
り
、

里
正
・
誓
長
調
に
よ
る
郷
村
棚
度
を
施
行
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、

璽
正
・
風
息
制
が
施
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
そ
の
基
礎
と
し

て
の
主
客
戸
制
と
戸
等
制
は
中
央
の
場
合
と
は
異
っ
た
意

味
合
い
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
伝
統
の
上
に
立
っ
て
行
な
わ
れ
た
保
甲
法

は
二
つ
の
型
式
を
通
じ
て
こ
の
地
方
に
う
け
い
れ
ら
れ
た
。

そ
の
｛
つ
は
『
宋
会
要
』
食
貨
一
四
の
三
八
、
紹
興
一
一
二

年
九
月
二
四
日
条
に

　
知
忠
州
張
徳
遠
言
…
…
今
忠
州
諸
察
、
近
年
以
来
、
於
選
差

　
三
都
保
正
、
却
妄
引
未
行
免
役
之
前
皇
祐
川
峡
四
路
郷
差
里

　
正
戸
長
誓
長
散
従
官
承
符
官
職
子
卿
手
力
再
手
勅
条
、
次
第

　
潜
流
、
差
至
第
三
等
人
戸
、
充
保
正
。

と
あ
る
よ
う
に
、
保
甲
制
度
が
実
質
的
に
は
無
意
味
に
な

る
と
い
う
方
向
で
あ
る
。
そ
の
二
は
先
の
史
料
に
も
み
え
　
　
騎
4
8
4
6

る
よ
う
に
　
「
中
戸
が
保
丁
を
提
堕
す
る
」
　
こ
と
に
よ
り
、
保
甲
法

が
直
接
に
地
主
の
力
を
支
え
る
も
の
と
な
る
三
舎
で
あ
る
。
こ
の
型

の
霧
雲
の
状
況
に
つ
い
て
は
梓
州
法
の
戎
・
櫨
州
の
縁
甲
の
規
定
と

し
て
『
宋
会
要
』
兵
二
の
三
一
二
・
元
豊
五
年
六
月
一
一
臼
条
に

　
詔
、
広
南
諸
翼
翼
甲
、
依
戎
濾
州
例
、
全
膚
遣
論
詰
毒
刃
鎗
竹
標
千
木
弓

　
刀
蕎
箭
等
、
在
保
下
魚
習

と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。
こ
こ
で
は
「
保
下
」
の
薫
習
を
地
主
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晒

×逢

欄

剣・ ．e

・興元
・示辱

　　x文
三泉

　x興・・政　　　　　　　　　　、。．
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　　　　グラフ3　利州路の各州戸口と銭‘数
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あ
る
保
正
が
提
激
す
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
南
宋

中
末
期
に
な
っ
て
も
、
　
『
宋
会
要
』
兵
二
の
四
八
・
嘉
定
一
五
年
九

月
＝
ハ
日
条
に

　
麗
路
提
点
刑
獄
兼
提
挙
潮
繋
嘉
言
、
家
路
在
蜀
素
謡
僻
眠
。
荒
崖
隠
谷
、

　
民
生
其
間
、
少
知
礼
遜
。
不
惟
封
彊
広
茅
、
盗
賊
出
没
、
難
於
檎
捕
、
加

　
以
愚
民
無
知
、
但
営
私
利
、
為
之
嚢
藥
。
且
一
家
被
盗
、
郷
隣
不
眠
、
或

　
不
敢
救
之
。

ズ達

x’際く

と
あ
り
、
地
主
達
の
間
に
も
一
般
の
士
大
夫
的
な
規
範
が
み
ら
れ
な

い
一
方
、
農
民
達
の
間
に
も
横
の
連
絡
（
地
隣
的
結
合
）
が
な
い
状
、

況
を
伝
え
て
い
る
。
同
史
料
は
つ
づ
い
て

　
因
根
塵
暴
徒
、
無
異
魂
迎
掬
羅
之
故
、
米
為
翔
湧
、
民
生
滋
簸
、
計
無
所

　
出
。
二
三
年
来
、
至
瞬
発
父
、
十
百
剥
権
、
白
昼
行
劫
、
焚
屋
殺
人
、
愚

　
尽
財
物
、
至
為
惨
酷
。
、

と
の
べ
て
お
り
、
地
主
の
貨
幣
経
済
を
利
用
し
た
強
度
の
収
奪
の
た

中XltuA
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萎
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．
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グラフ4　蔓州路の各州戸目と鎮数

め
、
小
規
模
な
暴
動
が
日
常
化
し
た
状
況
を
記
し
、
更

に
「
乞
将
本
路
郡
県
城
郭
、
偏
及
郷
村
市
鎮
、
以
五
家

為
甲
、
五
甲
為
一
小
保
、
五
小
保
為
一
大
保
、
使
之
逓

相
覚
察
。
」
と
の
べ
、
こ
の
破
局
的
な
状
況
の
下
で
は

じ
め
て
保
甲
の
本
格
的
施
行
が
要
請
さ
れ
た
こ
と
を
伝

え
て
い
る
。
又
『
天
下
郡
国
利
病
書
』
巻
六
五
に
ひ
く

礎
州
志
に
は
元
宋
の
蔓
州
路
の
状
況
に
つ
い
て

　
万
察
一
帯
南
岸
地
方
、
壌
接
施
夷
、
各
土
罵
環
列
四
境
…

　
…
歪
元
省
入
万
州
、
根
芸
遼
絶
、
属
又
獲
狼
、
乃
致
飾
巧

　
之
徒
鼓
扇
其
中
。
…
…
其
間
狡
猜
之
民
、
動
犯
法
禁
、
稻

　
聞
捕
緯
、
即
徒
入
夷
、
名
田
投
綱
、
間
引
土
夷
、
劫
掠
我

　
人
民
、
侵
略
我
畜
産
。
又
巴
南
富
豪
、
催
夷
侵
略
、
私
拠
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宋代四川嬰州路の民族問題と土地所有問題Cl）（蛇竹）

　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
険
要
、
詰
論
自
選
、
名
田
立
唄
。
因
見
地
方
香
染
、
兼
特
獄
丁
衆
強
、
不

　
供
血
庸
、
不
服
掬
喚
。

と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
史
料
で
は
階
級
矛
盾
と
民
族
矛
盾
の
複
雑
な

結
合
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
章
で
ふ

れ
る
こ
と
と
し
、
と
り
あ
え
ず
、
こ
の
地
方
で
は
大
地
主
が
武
力
を

も
っ
て
そ
の
階
級
支
配
を
貫
徹
さ
せ
て
い
た
こ
と
、
及
び
こ
れ
に
対

す
る
農
奴
的
農
民
の
反
抗
が
逃
散
と
小
規
模
か
つ
永
続
的
な
実
力
行

使
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
う

し
た
地
縁
的
結
合
を
強
め
つ
つ
反
抗
す
る
農
民
の
成
長
に
対
す
る
地

主
側
の
支
配
体
制
の
変
貌
の
一
面
と
し
て
保
甲
法
の
実
質
化
が
行
な

わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
て
前
掲
史
料
に
も
ど
れ
ば
、
璽
州
路
で
は
四
百
の
客
戸
を
も
つ

地
主
が
い
た
が
、
こ
こ
に
い
う
客
戸
は
先
の
考
証
か
ら
み
て
も
、
基
本

的
に
は
従
来
統
計
上
に
お
い
て
客
戸
と
い
わ
れ
て
き
た
も
の
と
一
致

す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
改
め
て
こ
の
立
場
か
ら
、
『
太
平
簑
二
子
』

と
『
元
豊
九
開
脚
』
に
み
ら
れ
る
四
川
採
油
の
戸
口
統
計
の
分
析
を

し
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
ま
ず
帰
・
峡
・
澄
の
艶
州
の
場
合
を
も
ふ

く
め
て
、
生
産
力
の
発
展
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
総
芦
口
を
、
地

主
佃
戸
関
係
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
主
客
戸
の
比
率
を
と
り
、
・
両

立
に
み
え
る
数
字
を
示
そ
う
（
衰
1
1
・
1
2
）
。
具
体
的
な
各
州
の
領
域

に
は
両
志
に
出
入
が
あ
る
が
全
体
と
し
て
の
傾
向
を
み
る
た
め
に
は

表12　毒量り観路における主客戸棚と総芦口（2）　蓑11　蔓草路における主客」雪率と総戸口（1＞
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a十b

O，46

欠

O．45

0．68

0．89

0．67

e．87

0．67

0．82

0．57

不在

O，71

0．80

0．53

0，48

0．32

客戸tW（b）戸数（a）

　3，23e

　欠

　3，49e

　7，859

16，720

　1，280

　4，672

　2，504

16，25e

　1，435

不在
　8，547

10，331

　1，435

　5，810

　1，418

　3，857

　　欠

　4，310

　3，686

　1，970

　　　619

　　　682

　1，279

　3，692

　1，127

不　在

　3，501

　2，660

　1，127

　6，136

　2，983

長
州
軍
州
州
州
軍
丘
陵
監
軍
州
州
州
濃
州

　
　
安
　
　
　
　
山
　
　
　
寧
平

蔓
施
雲
開
忠
万
梁
上
楡
大
南
浩
逮
帰
澄
峡

（『太平襲i宇言己』による統t十）
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a十b
客戸数（b）戸数（a）

33

T1

T9

U5

U6

U9

V1

V2

V2

W0

W3

W6

W6

Q9
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α
　
α
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似
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∩
W
　
∩
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q
　
“
　
α
　
α
　
∩
Ψ
　
α
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23，713

14，098

8，054
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3，020

15，878
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7，497

9，323

4，535

8，704
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3，623

　　790

11，402

1，301

　　617

2，570

6，476

6，877

19．403
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州
州
軍
州
州
州
軍
州
州
監
軍
州
州
州
州
州

　
　
安
　
　
　
　
山
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万
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大
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帰
灘
峡

（『元盤九口調』による統計）
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支
障
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
更
に
こ
こ
に
み
ら
れ
る
傾
向
を

よ
り
見
や
す
く
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
数
値
を
グ
ラ
フ
上
に
あ
ら

わ
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
グ
ラ
フ
5
・
6
＞
。
両
志
と
も
に
、
爾
平
・
梁
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山
・
大
寧
・
雲
安
の
諸
軍
監
以
外
は
、
緩
慢
な
が
ら
客
戸
の
比
率
の
上

昇
と
と
も
に
総
戸
口
が
増
加
し
て
お
り
、
大
土
地
所
有
の
発
展
と
厚

飼
芦
の
増
加
が
、
こ
の
地
方
の
発
展
の
方
向
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
比
較
の
た
め
に
蔓
州
路
と
最
も
対
照
的
な
成
都
府
路
の
場
合

を
主
と
し
て
残
っ
た
三
路
の
戸
口
統
計
を
分
析
し
よ
う
。

　
さ
て
『
太
平
褒
宇
記
』
と
『
元
豊
九
域
志
』
に
あ
ら
わ
れ
た
成
都

府
路
の
総
戸
口
と
主
客
戸
の
比
率
は
次
の
よ
う
に
な
る
（
表
1
3
・
1
4
）
。

　
前
述
の
場
合
と
同
じ
く
、
こ
の
二
数
の
糊
関
を
グ
ラ
フ
に
あ
ら
わ

す
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
グ
ラ
フ
7
・
8
）
。
な
お
雅
州
は
『
太
平
簑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
記
』
で
は
主
三
八
〇
三
七
五
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
数
字
は
あ

表13成都府＝路における主客ア鷲率と総戸口（1）
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25

Q9

Q3

Q3

@
　
1
8
0
3
4
9
3
6
5
0
3
1
1
6
8
0

α
　
位
　
α
　
α
　
　
　
α
　
α
　
α
　
α
　
住
　
α
　
α
　
α

9，280

6，01e

10，322

7．680

10，260

2，440

13，115

　　186

31，258

3，826

　　　53

23，2e7

28，436

14，e59

36，254

26，3ee

38，497

48，538

89，438

12，392

　　332

31，665

8，735

　　273

5，691

州
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府
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州
州
州
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都
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簡
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彰
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一
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黎
眉
白
茂
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表14　成都府路にお吾ナる譲三客声率と総戸口（2）
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色
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ぴ
　
ぴ
　
α
　
∩
い
　
α
　
α
　
似
　
∩
Ψ
　
似

IZO85
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17，e81
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49，710
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　　915

27，95e

9，526

52，826

　　239

106，064

32，638
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57，418

63，049

61．697

　　1，286

州
州
州
州
州
州
州
府
監
州
州
州
州
州

　
　
　
　
　
　
　
都
井

綿
簡
蜀
彰
耶
漢
威
成
陵
黎
眉
雅
嘉
茂

Is厨

←監

　州

　州

　州

　州

　州

119，388
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ら
ゆ
る
点
で
不
釣
合
い
な
の
で
、
意
を
も
っ
て
八
七
三
五
に
修
改
し

た
。　

こ
の
グ
ラ
フ
を
み
る
と
、
『
太
平
簑
宇
記
』
の
場
合
も
『
元
豊
九
域

志
』
の
場
合
も
、
茂
・
威
・
眉
・
陵
∵
嘉
の
諸
州
監
を
の
ぞ
い
て
、
蔓
州
路

と
は
対
照
的
に
、
総
戸
口
の
増
加
と
と
も
に
客
戸
の
比
率
が
減
少
す

る
と
い
う
方
向
が
極
め
て
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
先
に
も
ふ
れ

た
よ
う
に
統
計
上
の
客
戸
数
は
一
応
地
主
佃
戸
関
係
の
下
に
あ
る
客

戸
数
を
反
映
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
統
計
か
ら
す
る
限

り
、
成
都
府
路
で
は
主
戸
の
増
加
が
生
産
力
の
発
展
を
制
度
的
に
反

映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
若
干
異
っ
た
傾
向
を
示
す
諸
州
監
の

う
ち
『
太
平
簑
一
一
』
の
一
州
は
一
戸
二
七
三
一
戸
五
三
、
計
三
二
六

に
す
ぎ
ず
、
『
元
豊
九
域
志
』
の
刀
工
は
二
戸
一
二
八
六
、
客
三
三
八

三
、
計
一
六
六
九
と
い
う
貧
弱
な
数
値
を
し
め
し
て
お
り
、
他
の
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脇

x成都

x眉

x嘉・陵井

黎

　
　
　
　
聾

濁
ザ

漢
x　

　
　
　
　
茂
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　　グラフ7　成都府路における各州戸日と客芦率の相関
　　　　　　　　（r太平簑宇記函による）
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万
掲
1
7
　
賂
　
1
5
　
1
4
1
3
1
2
　
1
1
　
1
0

9
8
7
6
5
4
3
2
1

州
監
と
相
当
に
異
な
っ
た
条
件
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
両
州

と
も
い
わ
ゆ
る
蕃
漢
雑
居
の
地
方
で
あ
り
、
し
か
も
茂
州
の
場
合
に

は
『
太
平
簑
簿
記
』
の
同
条
に
「
自
古
至
今
、
並
無
洒
税
」
と
あ
り
、

又
『
涼
水
記
聞
』
巻
一
四
に
も
「
茂
州
居
群
蛮
之
中
、
地
不
過
数
十
里
、

　
　
　
　
　
　
　
⑰

旧
無
城
、
惟
植
鹿
角
」
と
い
う
よ
う
に
、
特
別
な
地
域
で
あ
っ
た
。

眉
・
嘉
・
陵
の
三
州
監
に
つ
い
て
は
、
先
に
み
た
鎮
の
分
布
や
科
挙

官
僚
剃
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
、
梓
州
路
に
近
い
数
値
を
も
ち
、
こ

の
場
合
の
里
数
に
つ
い
て
も
梓
磯
路
と
同
様
の
傾
向
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
三
州
監
は
地
理
的
・
地
形
的
に
も
梓
州
路
に
近
く
、

絹
当
に
梓
州
路
の
影
響
が
あ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
つ
い
で
な
が

ら
、
梓
州
路
で
こ
の
二
数
の
相
関
を
み
る
と
、
両
志
と
も
に
成
都
府

と
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
率
は
緩
慢
で
あ
る
。
利
州
路

で
は
、
　
『
太
平
實
宇
記
』
で
は
壷
州
路
型
、
　
『
元
豊
九
域
志
』
で
は

成
都
府
三
型
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の
増
加
の
割
合
は
梓
州
路
よ
り

更
に
弱
い
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
結
果
に
も
と
づ
い
て
成
都
府
路
で
は
自
作
農
の
増

加
が
発
展
の
方
禽
で
あ
っ
た
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
元
祐
元
年
頃
の
成
都
府
の
状
況
を
記
し
た
呂
晦
の
『
浄
徳
集
』

巻
四
「
奉
使
圃
下
半
事
状
」
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
を
み

る
と
「
伏
縁
成
都
府
界
四
境
之
土
、
桐
距
皆
二
三
十
里
之
遠
。
昔
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

十
号
、
県
主
戸
各
二
又
万
家
、
而
客
戸
数
倍
焉
」
と
あ
り
、
成
都
府
で

は
客
船
の
数
が
主
翼
の
数
に
数
倍
し
た
と
記
さ
れ
て
あ
る
。
と
こ
ろ
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代四川麓州路の民族問題と土地所有問題ω（佐竹）

が
一
方
、
先
に
み
た
ご
と
く
ほ
ぼ
同
時
期
の
状
況
を
伝
え
る
『
元
豊

九
域
志
』
で
は
、
成
都
府
の
主
戸
十
一
万
九
千
三
百
八
十
八
に
対
し

て
客
戸
は
四
万
九
千
七
百
十
と
半
数
に
も
み
た
な
い
数
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
先
の
蔓
州
路
で
大
土
地
所
有
者
の
経
営
下
に

く
み
こ
ま
れ
た
客
戸
が
統
計
上
に
あ
ら
わ
れ
て
客
戸
の
比
率
が
高
か

っ
た
こ
と
、
宋
代
で
は
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
し
て
い
る
と
見
ら
れ

る
地
域
ほ
ど
雨
戸
の
比
率
が
低
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
わ
ず
か
で
も

田
地
を
も
ち
、
地
主
の
小
作
人
と
な
り
な
が
ら
も
良
己
の
経
営
を
も

っ
た
自
小
作
農
は
主
戸
と
し
て
登
録
さ
れ
、
又
一
度
主
戸
と
し
て
登

録
さ
れ
る
と
、
完
全
に
美
唄
を
失
っ
て
も
戸
籍
上
は
同
様
に
引
戸
と

し
て
登
録
さ
れ
つ
づ
け
る
と
い
う
よ
う
な
事
態
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
主
日
が
田
地
喪
失
に
か
か
わ
ら
ず
戸
籍
上

は
主
戸
と
し
て
と
ど
ま
る
と
い
う
状
況
は
す
で
に
柳
田
氏
の
指
摘
が

　
⑲

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
轟
時
成
都
府
路
で
は
、
す
で
に
大

土
地
所
有
が
経
営
と
完
全
に
分
離
し
、
小
農
は
経
営
上
は
基
本
的
に

独
立
し
て
お
り
、
統
計
上
の
主
戸
の
増
加
は
こ
の
事
実
の
反
映
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
戸
籍
上
の
鼠
戸
と
い
え
ど
も
実
質
的

に
は
霞
小
作
農
・
小
作
農
が
大
部
分
を
し
め
て
お
り
、
実
際
の
佃
戸

数
は
極
め
て
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
蔓
短
路
の
照
会
経
済
的
状
況
を
ふ
ま
え
て
出
さ
れ

た
例
の
細
工
逃
移
禁
止
令
は
ど
の
よ
う
な
内
容
と
意
義
を
も
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
『
宋
会
要
』
食
貨
六
九
寸
心
に
ひ
く
南
宋

の
開
禧
元
年
六
月
二
五
日
の
開
禧
勅
に
よ
っ
て
そ
の
主
要
部
分
を
次

に
掲
げ
よ
う
。

　
蔓
州
路
運
判
苑
孫
言
、
本
路
施
辮
野
州
、
界
分
荒
遠
、
綿
蔓
山
谷
、
地
心

　
人
稀
。
其
占
田
多
量
、
須
玉
耕
墾
。
富
豪
之
家
、
争
地
客
、
誘
説
客
戸
、

　
或
帯
領
徒
衆
、
挙
室
逆
徒
。
乞
将
皇
砧
官
荘
客
戸
逃
移
之
法
、
稽
加
校
定
。

　
　
諸
凡
為
客
戸
者
、
許
役
其
身
、
而
滑
得
及
其
家
属
婦
女
、
皆
皆
役
作
。

　
　
凡
典
乞
田
宅
、
聴
其
従
条
離
業
、
不
許
就
租
、
以
充
客
戸
。
難
非
就
租
、

　
　
亦
無
得
以
業
人
充
使
。

　
　
凡
借
銭
物
者
、
止
三
文
約
交
還
。
不
許
三
三
以
為
地
回
。

　
　
凡
三
戸
身
故
、
蒲
其
妻
願
改
三
者
、
聴
其
自
便
。

　
　
凡
三
戸
之
女
、
三
三
麹
行
三
三
。

　
庶
使
深
山
四
谷
之
斑
、
得
安
生
理
、
不
至
三
三
有
力
者
三
所
三
三
、
実
一

　
道
生
霊
之
幸
。

　
　
刑
部
三
唱
、
皇
祐
勅
、
蔓
曲
路
諸
芸
官
荘
客
堅
魚
移
者
、
並
勒
帰
旧
処
。

　
又
勅
、
施
志
州
諸
掛
七
戸
壮
丁
、
塞
将
子
弟
労
下
客
引
、
逃
移
入
外
界
、

　
委
県
司
竪
琴
（
計
）
会
断
属
州
県
追
回
、
令
著
旧
業
、
同
助
懸
紐
辺
界
。
…
…

　
さ
て
こ
の
史
料
は
「
皇
祐
諸
州
官
荘
客
戸
翌
暁
之
法
」
と
施
・
籍
州
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に
つ
い
て
の
「
又
勅
」
及
び
、
こ
の
史
料
の
か
か
れ
た
時
点
で
こ
れ

ら
の
勅
を
参
照
し
て
新
し
い
処
置
を
す
る
た
め
の
議
論
、
と
い
う
三

部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
、
当
面
問
題
と
な
る
の
は
蔓
田
鼠
全
般
に
と

っ
て
の
規
定
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
最
後
の
部
分
で
あ
る
が
、

そ
の
前
に
勅
令
の
第
　
・
第
　
　
の
部
分
に
つ
い
て
も
若
干
の
考
察
を

行
な
っ
て
お
き
た
い
。
何
故
な
ら
、
周
藤
・
梅
原
両
氏
の
冤
解
の
差

異
と
論
点
の
分
岐
は
こ
れ
ら
の
史
料
の
解
釈
の
差
に
も
っ
と
も
明
瞭

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
前
掲
条
文
の
第
二
の
部
分
に
つ
い
て
は
次
章
で
ふ
れ
る

こ
と
と
し
、
第
一
の
部
分
に
「
皇
祐
勅
、
蔓
州
焼
野
医
官
蕃
客
芦
逃
移

者
、
並
勒
帰
嘱
処
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
皇
祐
年
問
に
嚢
州
路
の
官
藻

を
耕
作
す
る
客
戸
の
逃
亡
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
よ
う
。

　
南
宋
に
入
る
と
こ
の
官
荘
客
戸
の
逃
移
禁
止
令
が
楚
州
一
路
に
拡

大
さ
れ
る
訳
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
漁

戸
の
事
実
上
の
照
地
へ
の
緊
縛
と
そ
の
法
舗
化
の
間
に
は
若
干
の
意

味
の
差
異
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
見
た
中
書
備
対
の
統

計
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
蔓
州
路
で
登
録
さ
れ
た
墾
田
額
の
三
割
は
官

田
漸
落
に
よ
っ
て
し
め
ら
れ
て
い
る
。
徴
税
と
い
う
観
点
か
ら
み
る

な
ら
、
国
家
と
し
て
は
、
ま
ず
こ
の
官
田
漸
々
の
租
入
を
確
保
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
官
新
客
戸
の
逃
移
の
禁
止
は
恐
ら
く
職
田
の

三
戸
に
も
比
附
し
て
施
行
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
皇
祐
客
戸
逃
移

禁
止
法
は
官
田
職
圏
の
所
有
経
営
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ

て
直
接
に
大
地
主
の
体
制
を
法
欄
化
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
又
同
様
に
徴
税
に
限
っ
て
い
う
な
ら
残

余
の
七
割
の
墾
聞
額
に
し
て
も
、
こ
れ
は
豪
族
の
土
地
所
有
の
ご
く

一
部
を
登
録
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
豪
族
と
官
僚
機
構
の

結
合
さ
え
維
持
で
き
る
な
ら
、
そ
の
徴
収
は
割
に
簡
単
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
問
題
を
豪
族
の
側
が
ら
い
え
ば
、
北
宋
期
の
郷
村
制
、

保
甲
調
の
失
敗
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
豪
族
の
大
経
営
が
地

葺
の
商
品
流
通
を
利
用
し
な
が
ら
極
め
て
強
圃
に
存
在
し
て
い
る
段

階
で
は
、
し
か
も
蕃
界
へ
の
逃
移
を
恐
れ
ず
に
す
む
地
域
で
は
、
客

戸
の
田
地
へ
の
緊
縛
は
そ
の
所
有
と
経
営
の
内
部
で
実
現
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
特
に
そ
れ
が
法
糊
化
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
　
『
元

豊
九
域
志
』
で
は
、
駅
戸
の
登
録
数
が
根
当
の
数
値
を
示
し
て
い
る

が
、
客
声
の
戸
口
統
計
へ
の
登
録
に
よ
っ
て
そ
の
帰
属
が
明
確
に
な

る
こ
と
は
農
奴
支
配
に
よ
る
彼
ら
の
所
有
と
経
営
の
客
観
化
・
法
制

化
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
客
芦
逃
移
の
禁
止
は
必
要
と
さ
れ
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
客
戸
の
逃
移
が
一
般
的
に
な
る
た
め
に
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は
少
く
と
も
逃
亡
先
で
別
の
地
主
の
下
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
か
、

或
は
困
難
な
が
ら
逃
亡
先
で
自
作
農
化
す
る
展
望
が
あ
る
か
、
と
い

う
二
条
件
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
現
実
に
は
両
岸
は
同
時

に
見
ら
れ
、
逃
亡
戸
は
逃
亡
先
で
、
自
己
の
経
営
を
も
ち
、
窃
作

農
化
で
き
る
見
通
し
を
も
ち
な
が
ら
、
新
し
い
地
主
の
再
収
奪
を
う

け
、
再
び
小
作
農
的
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
租

課
に
よ
る
封
建
的
収
奪
を
う
け
る
点
で
、
前
後
に
変
化
は
な
い
が
、

重
要
な
変
化
は
、
先
に
あ
っ
た
封
建
的
大
経
営
が
今
や
解
体
し
つ
つ

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
口
に
労
働
力
の
争
奪
と
い
っ
て
も
、

官
僚
機
構
・
商
贔
流
通
や
地
理
的
諸
条
件
と
密
接
に
結
合
し
て
い
る

大
経
営
の
段
階
で
は
、
労
働
力
の
受
け
入
れ
に
は
そ
れ
だ
け
の
馬
連

諸
条
件
の
変
動
が
必
要
で
あ
り
、
放
出
す
る
側
に
も
同
様
の
諸
条
件

が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
当
然
封
建
的
ア
ナ
ー
キ
ー
の
存
在
が
み

ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
ア
ナ
ー
キ
ー
に
は
ア
ナ
ー
キ
ー
な
り
の
階

層
化
の
原
理
が
働
き
、
し
か
も
労
働
力
争
奪
を
不
可
と
す
る
一
種
の

規
範
が
成
立
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
南
宋
に
入
っ
て
、
小
経

営
農
民
の
あ
る
程
度
の
自
立
と
事
実
上
の
田
地
緊
縛
の
前
提
諸
条
件

の
廃
弛
が
、
興
言
佃
戸
の
逃
移
禁
止
を
一
路
に
拡
大
す
る
必
要
を
生

ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
て
こ
う
し
た
大
土
地
所
有
と
大
経
営
の
分
離
－
小
農
の
経
営
面

の
自
立
と
大
土
地
所
有
の
併
存
は
、
南
扇
期
の
嚢
馬
路
に
大
き
な
変

化
を
よ
び
お
こ
し
た
。
今
こ
こ
に
そ
の
史
料
面
で
の
表
現
と
し
て
、

客
戸
の
逃
亡
、
地
主
の
労
働
力
争
奪
、
貨
幣
経
済
の
小
農
民
へ
の
侵

透
と
貨
幣
経
済
を
利
用
し
た
典
鐸
・
借
財
等
に
よ
る
小
農
民
の
再
収

奪
、
豪
民
の
労
働
支
配
の
維
持
を
目
指
す
反
動
的
傾
向
等
々
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
淳
煕
一
一
年
六
月
二
七
日
の
皇
祐
勅

の
嚢
州
一
路
及
び
、
荊
湖
北
路
の
帰
・
峡
・
濃
三
州
へ
の
拡
大
と
着
帯

元
年
六
月
二
五
日
の
苑
孫
に
よ
る
規
定
の
修
改
は
こ
う
し
た
背
景
の

中
で
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
先
に
も
あ
げ
た
『
宋
会
同
』
兵
二
の
四

八
・
嘉
定
一
五
年
九
月
一
六
日
条
で
は
、
豪
民
の
強
制
的
羅
買
に
反

対
す
る
農
民
た
ち
が
、
白
昼
隊
伍
を
組
ん
で
武
器
を
も
っ
て
横
行
す

る
に
至
っ
て
お
り
、
矛
贋
が
危
機
的
な
状
況
を
墨
し
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
．
て
開
禧
元
年
の
苑
孫
の
上

言
は
、
淳
熈
一
一
年
の
客
戸
逃
移
禁
止
令
の
一
路
へ
の
拡
大
を
前
提

と
し
て
、
そ
の
上
で
、
①
佃
戸
の
家
族
ぐ
る
み
の
地
主
へ
の
隷
属
の

禁
止
、
②
小
農
民
の
田
宅
の
典
売
に
あ
た
っ
て
、
彼
ら
を
そ
の
ま
」

佃
戸
と
し
て
役
使
す
る
こ
と
の
禁
止
　
③
借
財
者
を
佃
戸
と
す
る
こ

と
の
禁
止
の
三
点
を
要
点
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
発
言
の
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背
後
に
は
、
恐
ら
く
は
貧
弱
な
も
の
な
が
ら
、
一
応
田
々
を
も
ち
う

る
と
こ
ろ
ま
で
成
長
し
た
小
農
民
が
借
財
の
た
め
再
び
そ
れ
を
豪
民

に
収
奪
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
、
及
び
こ
う
し
て
再
び
豪
民
と
の
閾
に

小
作
関
係
に
入
っ
た
佃
戸
も
、
従
来
の
如
く
家
族
ぐ
る
み
豪
民
の
経

営
下
に
く
み
こ
ま
れ
る
と
は
限
っ
て
い
な
い
と
い
う
状
態
が
広
く
見

ら
れ
た
も
の
と
考
え
う
る
。
北
道
期
に
こ
の
地
方
の
大
土
地
所
有
が
、

大
経
営
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
と

比
較
す
る
と
、
そ
こ
に
大
音
な
相
異
が
み
ら
れ
る
、
典
売
・
借
財
と

い
っ
た
新
し
い
形
で
の
賞
幣
経
済
を
利
用
し
た
収
奪
の
底
に
は
、
大

経
営
の
崩
壊
が
あ
り
、
あ
る
程
度
の
経
営
的
に
自
立
し
た
小
農
を
貨

幣
経
済
を
通
じ
て
再
収
奪
し
た
後
に
豪
民
達
が
更
に
古
い
労
働
支
配

の
形
式
を
彼
ら
に
お
し
つ
け
る
こ
と
は
、
こ
の
矛
盾
を
更
に
激
化
さ

せ
た
。
毒
虫
は
遠
見
を
も
っ
た
地
主
官
僚
と
し
て
、
こ
う
し
た
事
態

の
進
行
を
認
め
た
上
で
、
先
進
地
域
と
同
様
の
、
大
経
営
に
も
と
つ

か
な
い
、
租
佃
関
係
を
通
じ
た
大
土
地
所
有
の
育
成
を
意
図
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
一
方
、
番
田
と
い
っ
た
小
資
力
で
も
新
開
墾
の
可
能
な

条
件
の
下
で
の
、
し
か
も
大
量
の
未
開
墾
地
の
存
在
と
い
う
前
提
を

考
え
る
と
、
佃
戸
の
逃
移
が
広
範
に
展
開
す
れ
賦
ハ
大
土
地
所
有
の

存
続
そ
の
も
の
が
危
機
に
面
す
る
。
し
か
も
大
土
地
所
有
が
必
ら
ず

し
も
大
経
営
を
必
要
と
し
な
い
と
な
る
と
、
貨
幣
経
済
そ
の
他
を
利

用
し
た
単
純
な
再
収
奪
の
み
で
大
土
地
所
有
は
自
由
に
拡
大
さ
れ
う

る
。
そ
の
た
め
大
土
地
所
有
者
閥
の
佃
戸
争
奪
は
従
来
以
上
に
激
化

す
る
。
当
時
、
浮
間
の
私
田
に
ま
で
客
種
の
逃
移
と
争
奪
を
禁
止
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
規
定
が
拡
大
さ
れ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
先
進
地
域
で
重

要
な
意
義
を
も
っ
た
保
甲
法
の
施
行
が
、
先
に
も
み
た
よ
う
に
、
嘉

定
一
五
年
に
至
っ
て
、
改
め
て
こ
の
地
域
で
問
題
と
な
っ
た
の
も
、

こ
う
し
た
封
建
的
大
土
地
所
有
の
再
編
成
の
一
環
と
し
て
の
意
味
を

も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

①
　
た
し
か
に
氏
の
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
史
料
上
で
は
後
進
地
域
に
有
田
無
税
戸
に

　
関
す
る
記
述
を
多
く
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
実
際
に
は
そ
の
際
に
も
流
心

　
二
叉
が
霞
接
有
閏
無
税
戸
に
な
る
の
は
例
外
的
で
あ
っ
て
、
在
地
の
地
主
の
畑
戸

　
と
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
一
旦
麟
作
農
に
な
る
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
て
も
再
び
階
顯

分
化
を
通
じ
て
地
霊
・
佃
戸
関
係
が
在
地
に
成
立
し
た
で
あ
ろ
う
。
蓋
客
戸
制
度

　
は
こ
こ
で
も
基
本
的
に
は
地
主
・
江
戸
関
係
の
法
学
化
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　
又
先
進
地
域
に
つ
い
て
は
前
引
宮
崎
氏
の
説
を
参
照
す
る
な
ら
、
む
し
ろ
佃
戸

　
の
地
位
が
い
わ
ば
隷
農
の
段
階
に
ま
で
到
達
し
た
た
め
、
彼
ら
が
更
に
貧
農
と
し

　
て
わ
ず
か
の
土
地
で
あ
れ
土
地
の
所
有
者
に
ま
で
上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
地

　
虫
の
側
四
で
は
彼
ら
を
生
菌
と
し
て
過
重
な
賦
税
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

　
の
自
作
農
化
を
阻
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
は
「
無
繊
有
税
し

　
の
「
ま
P
」
が
多
く
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
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②
草
野
氏
の
強
調
さ
れ
る
「
主
戸
・
『
客
戸
』
は
鼠
家
の
縞
藤
阪
の
舗
度
で
あ
る

　
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
提
嘗
に
は
筆
者
も
全
画
的
に
賛
成

　
す
る
が
、
そ
の
上
で
更
に
こ
の
舗
度
上
の
画
題
が
い
か
な
る
階
級
関
係
の
法
制
化

　
と
し
て
成
立
し
た
の
か
と
い
う
論
点
が
同
時
に
必
要
で
あ
る
と
思
う
。

③
『
宋
史
』
食
貨
志
の
原
文
は
「
命
官
形
勢
占
田
無
限
、
皆
得
免
役
。
衙
前
将

　
吏
、
得
免
強
奪
戸
長
、
蒲
難
役
引
戸
、
函
於
繁
数
、
偽
為
券
、
笛
田
於
形
勢
之

　
家
、
仮
佃
戸
之
名
、
以
三
徳
役
。
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
の
重
役
と
は
す
で
に

　
爵
我
部
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
凄
く
　
（
『
宋
代
財
政
史
』
）
、
職
役
を

　
指
し
て
い
る
。
こ
の
記
築
は
職
掌
免
除
の
特
典
の
な
い
窟
農
工
が
戸
等
の
低
下
を

　
計
っ
て
田
地
名
義
の
叢
き
か
え
を
計
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
又
佃
戸
が
夫
役
を
免
れ

　
た
と
い
う
氏
の
議
論
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
　
（
筆
潜
「
宋
代
郷
村
制
度
鰻
掴
戒
過

　
程
」
　
『
東
洋
　
史
研
究
』
二
五
の
三
）
。

④
岡
氏
の
ひ
か
れ
て
い
る
記
事
に
は
丁
口
数
の
記
載
し
か
な
い
。
又
ご
く
単
純
な

　
理
屈
を
い
え
ば
、
草
野
氏
の
説
く
如
く
五
年
乃
至
七
年
で
「
客
芦
」
が
空
戸
と
な

　
る
な
ら
少
く
と
も
七
年
闇
に
主
戸
の
数
劉
の
流
民
が
発
生
し
て
他
郷
に
移
住
し
な

　
け
れ
ば
宋
代
の
主
客
戸
統
計
に
見
え
る
数
字
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

⑥
勿
論
、
佃
戸
と
賀
票
の
概
念
は
氏
ら
の
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
本
来
一
致
し
な
い

　
し
事
実
と
し
て
も
一
致
し
な
い
場
合
が
多
い
。
し
か
し
こ
こ
で
番
い
た
い
の
は
戸

　
籍
上
あ
る
い
は
税
頭
上
の
区
分
と
し
て
、
　
「
客
戸
」
と
玉
戸
と
い
う
二
階
層
が
成

　
逃
す
る
の
で
爵
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑥
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
草
野
靖
「
唐
中
期
以
降
に
お
け
る
商
儲
経
済
の
発

　
展
と
地
主
制
」
（
『
歴
史
学
研
究
臨
二
九
二
）
に
指
摘
が
あ
る
。

⑦
同
氏
の
主
張
さ
れ
る
如
く
で
あ
る
な
ら
当
然
、
薩
接
に
尊
書
路
に
接
し
て
い
る

　
利
匿
路
と
梓
州
脇
に
隅
様
の
「
手
つ
づ
き
上
の
」
法
令
が
田
さ
れ
な
か
っ
た
の
は

　
何
故
か
と
い
う
疑
問
が
で
て
く
る
。

⑧
但
し
『
朝
野
雑
記
』
甲
集
巻
十
六
早
撃
三
・
省
荘
田
に
「
省
荘
田
潜
、
今
蜀
中

　
有
之
、
号
官
田
。
唐
二
税
外
、
傍
科
租
。
応
大
小
認
識
縫
白
米
燃
油
麻
諸
鐙
階
数
、

　
十
有
八
種
。
無
不
面
取
之
。
既
出
佑
其
直
、
又
山
導
別
輸
称
覆
面
、
民
青
苦
之
。

　
然
其
実
紫
飛
間
世
業
、
毎
貿
易
、
官
戸
収
測
算
銭
。
但
世
桐
沿
襲
、
謂
之
官
田
、

　
不
知
所
始
也
。
」
と
あ
り
、
蔓
州
路
の
場
合
で
も
実
質
的
に
は
園
家
の
籔
接
経
営

　
下
に
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
所
有
の
面
か
ら
い
え
ば
や
は
り
画
題
的
色
彩
が

　
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

⑨
『
一
7
5
豊
九
域
志
隔
に
見
え
る
同
路
は
九
州
一
興
三
十
県
で
あ
る
。

⑩
　
こ
こ
で
は
単
に
「
蜀
人
」
と
あ
る
よ
う
に
ど
こ
に
所
属
さ
せ
て
よ
い
か
不
明
な

　
も
の
は
強
い
て
明
確
に
す
る
努
力
は
し
な
か
っ
た
。

⑪
　
こ
の
場
含
、
蜀
州
の
永
康
県
と
婆
州
の
永
康
藁
、
光
州
と
台
州
の
摘
居
雌
、
吉

　
州
・
処
州
の
龍
泉
県
、
岳
…
州
・
蘇
州
の
平
江
、
等
々
の
直
ち
に
区
別
の
つ
か
な
い

　
地
名
は
統
計
に
入
れ
て
い
な
い
。

⑫
旧
額
云
々
に
つ
い
て
は
、
加
藤
繁
「
米
代
商
税
考
」
（
『
支
那
経
済
史
考
証
』
下

　
所
収
）
を
参
照
。

⑬
　
又
『
朝
野
雑
記
』
甲
雄
ボ
巻
十
四
「
蜀
嵐
」
　
門
蜀
建
蔽
塩
」
の
項
を
み
よ
。

⑭
氏
は
「
宋
氏
の
主
戸
・
客
戸
・
佃
戸
」
（
『
東
洋
学
報
山
四
六
の
一
・
ご
）
の
な

　
か
で
、
蔓
州
路
で
特
に
主
戸
戸
下
の
磐
戸
．
（
”
佃
戸
）
も
保
甲
に
編
排
し
よ
う
と

　
願
い
出
た
と
考
え
、
薄
紅
が
保
甲
の
編
撲
か
ら
は
ず
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た

　
と
の
べ
て
い
る
。

⑮
　
働
我
部
静
雄
「
王
事
贋
の
保
甲
法
」
（
『
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
八
）
。

⑯
　
周
藤
吉
之
「
宋
代
の
佃
戸
制
」
（
『
中
国
土
地
調
度
史
研
究
』
所
収
）
以
来
の
諸

　
論
文
を
み
よ
。

⑰
　
な
お
『
元
豊
浄
域
志
』
を
み
る
と
、
成
都
海
路
の
漢
州
と
蔓
州
浜
の
鞭
州
に
そ

　
れ
ぞ
れ
鹿
角
塞
の
名
が
み
え
る
。
鹿
角
と
は
逆
茂
木
の
意
で
あ
り
、
一
般
に
塞
の

　
な
か
に
は
逆
茂
木
を
め
ぐ
ら
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

　
る
。
茂
州
の
州
治
も
そ
の
形
態
か
ら
い
う
と
一
種
の
塞
で
あ
っ
た
。

⑱
『
元
豊
九
域
志
』
の
同
母
の
項
に
九
県
名
を
記
し
、
そ
の
注
に
「
熈
寧
五
年
、

　
省
離
離
無
為
鎮
、
入
螂
」
。
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
こ
の
「
昔
」
と
は
照
寧
の
こ
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ろ
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。

⑲
「
宋
代
の
私
製
に
つ
い
て
」
（
『
史
学
雑
誌
臨
六
八
の
四
）

　
下
等
戸
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
学
報
蒔
四
〇
の
二
）
。

及
び
「
胆
魂
郷
村
の

⑳
梅
原
氏
「
試
探
漏
の
如
く
、
単
に
土
地
が
広
く
労
働
力
が
不
足
し
た
と
い
う
よ

　
う
な
説
明
で
は
、
地
主
の
経
営
維
持
の
た
め
の
観
点
を
無
批
判
に
う
け
つ
ぐ
も
の

　
と
い
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
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Masakado’s俳門Rebellion　and　Aristocracy　in　the　Kyoto

by

Mitsuo　lnoue

　　In　the　middle　of　the　10th　ceRtury，　the　fu－st　half　of　the　Heian　ilr“t－z（t

era，　the　rebellion　broke　out　in　tlte　land　of　the　Eastern　Count’ 窒凵G　that

of　Masakado’s平将門．　It　may　be　a　decisive　effect　that　th圭s　rebellion

had　on　the　subsequent　political　process；　and　it　has　been　aBalysed　from

the　view　point　of　the　collapse　of　the　Ritsuryo律令State　and　growth

of　samurai，　or　warrlors，　witk　many　fruitful　results．

　　Judging　from　tlie　Masal〈ado’s　conduct　like　a　warrior，　the　case　has

niainly　been　examined　as　a　problem　o’f　a　body　of　warriors，　Rot　comple－

tely　iR　the　whole　political　process　of　the　10th　century．

　　This　article，　supplylng　the　deficiency　of　some　theories，　is　to　analyse

the　aspects　of　the　Rebellion　througk　the　disposition　of　ai’istocracy　in

the　metropolis，　aiid　the　way　of　reorganizing　the　subsequent　policy

affected　by　conditions　of　the　actual　place．

Problems　of　Peoples　and　Landholding　in　Kui－zhou－Lu蔓州墨入，

　　　　　　　　　　　　　　　Si－Chuan四川．，　in　the　Song宋

by

Yasuhiko　Satake

　　This　article　is　to　explain　in　social　and　economic　aspect　the　regiona1

character　of　K：ui－zhou－Ltl加州路which　was　said　to　be　the　most　back－

ward　region　1n　Song宋．　Kui－zhou－Lu　may　be　divided　into　two　parts，　one

was　Sh圭一zhou施州and　Quia11－zhou贈州where　m圭nor　races　and　the　Han

漢race　Iived　together，　the　other　the　rest．　In　the　former　part，　private

ownership　and　power　derivecl　from　the　community　system　of　mlnor

races　were　growing　under　ithe　iBitiative　by　the　Song　fillf　dynasty，　aBd

iRfluential　persons　of　ffan　or　minor　races　forced　great　landholding　out，

by　changing　the　former　communal　public　rlght　into　the　private　one．

In　the　latter，　the　development　of　a　similar　stage　before　Seng　regulated
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the　forpa　of　great　landowners’　possession　of　military　power，　but　in　the

middle　and　at　the　end　o麦NaR－son9南宋among　their　subject　peasants

grew　the　movement　of　independence　of　minor　rnanagement．

　　The　so－ca！led　Prohibitiop　Act　of　Tian－hu’s佃戸Escape圭n　this　Lu路

may　be　considered　as　an　enforcement　for　reorganlzing　of　the　crisis　in

this　preceding　feudal　system．

Robert　Peel　and　the　Catholic　Emancipation

by

Kenji　Muraoka

There　are　twQ　fainous　episodes　in　Peel’s　career　about　which　tkere

always　has　been，　and　always　will　be，　acute　controversy．

　　The　first　is　the　Catholic　emancipation　in　1829．　Down　to　that　year

Peel　had　been　chiefiy　known　as　the　strongest　and　ablest　opponent　of

Catholic　emancipation．　ln　1829，　however，　he　himself　lntroduced　and

can”ied，　with　the　he！p　of　opposition　votes，　the　very　measure　which　he

had　so　long　and　so　consistentiy　opposed．　Was．　he　justified　in　doing　thls？

　　The　second　episode　is　the　repeal　of　the　Coi’n　Laws　in　1846．　IB　i．841

he　was　raised　to　the　premiership　as　the　leader　of　a　party　wl｝ich　had

gained　a　majority　at　tlae　electioB　as　being　in　favour　of　the　protection

of　agriculture．　ln　i846，　however，　he，　remaihing　Prime　Mlnister，　carried

the　repeal　of　the　Corn　Laws，　again　by　the　Support　of　the　Opposition，

and　against　the　intention　of　his　party．　Was　he　justified　in　dolng　this？

　　This　paper　chiefly　deais　with　the　first　one，　the　subject　of　‘Robert

Peel　and　the　Catholic　Emancipation’．　lt　must　be　my　great　pleasure　if

this　trial　shou1d　be　able　to　make　some　contribution　to　the　controversial

question　as　to　whether　Peel　was　justified　ln　his　doing　in　1829．

Origin　of　Metalic　lmplements　in　Korea

by

Tadashi　Nishitani

The　appearance　of　metalic　implements　in　Korea　was　in　the　cuiture
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